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ま

え

が

き

沖
縄
文
化
の
研
究
は
近
年
と
み
に
進
展
し
た
が
、
沖
縄
文
化
を
育
ん
だ
基
盤
、
と
り
わ
け
民
俗
社
会
の
歴
史
に
は
な
お
不

分
明
な
点
が
多
い
。
民
俗
社
会
に
関
す
る
史
料
の
欠
除
が
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
中
央
の
士
族
社
会
に
つ

い
て
は
手
掛
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
前
者
に
対
応
す
る
地
方
農
村
社
会
が
ど
の
よ
う
な
民
俗
史
的
発
展
を
見
せ

た
か
、
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
地
方
史
料
の
再
渉
猟
と
再
検
討
の
一
環
と
し
て
、
家
文
書
に
も
好
史
料
と
な
る
も
の
が
あ

る
な
ら
ば
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
活
用
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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一
、
史
料
の
紹
介

我
部
祖
河
文
書
の
概
要

沖
縄
本
島
の
北
部
を
占
め
る
国
頭
郡
下
の
美
田
地
帯
、
「
羽
地
回
国
」
の
一
画
に
位
す
る
我
部
祖
河
は
、
最
近
名
護
市
と

合
併
し
た
旧
羽
地
村
の
一
大
字
で
あ
っ
た
。
王
国
時
代
に
は
羽
地
間
切
我
部
祖
河
村
を
称
し
て
い
た
。
村
の
成
立
は
定
か
で

み
i
h

h

ム
、

?ゐ

』
中
J
L
，刀

『
お
も
ろ
さ
う
し
』

一
八
の
七
に
み
え
る
「
か
ふ
す
か
」
は
こ
の
村
の
こ
と
で
あ
ろ
う

い
う
と
こ
ろ
の

「
我
部
祖
河
文
書
」
と
は

王
国
時
代
こ
の
村
に
栄
え
、

『
球
陽
』
に
そ
の
名
が
登
場
し
た
こ
と
も
あ
る

旧
家
に
格
設
さ
れ
て
き
た
一
連
の
家
蔵
文
書
を
指
し
て
い
る
。

戦
前
の
家
蔵
文
書
か
ら
す
れ
ば
そ
の
一
部
分
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
辛
く
も
沖
組
戦
の
災
禍
を
免
れ
て
残
っ
た
も
の
で

あ
る
。

山
中
避
退
の
問
、

こ
れ
ら
の
文
書
を
肌
身
離
さ
ず
格
護
し
通
し
た
当
時
の
戸
主
の
心
情
の
う
ち
に
、
沖
縄
民
俗
研
究

の
観
点
か
ら
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

」
の
我
部
祖
河
文
書
は
三
つ
の
種
類
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

)
 

-(
 

「
毎
年
諸
祭
り
記
」

二
点
二
綴
、
計
一
八
丁
。

(2) 

「
元
祖
由
来
記
」
類

八
点
八
綴
、
計
五
三
了
。

(3) 

「
御
神
拝
日
記
」
類

二
七
点
三
綴
、
計
二
八
了
。

作
成
の
時
期
は
、
無
日
附
の
も
の
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、

道
光
中
葉
か
ら
光
緒
初
年
の
問
、

つ
ま



り
幕
末
の
約
半
世
紀
と
明
治
初
葉
に
至
る
間
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
右
の

ωの
種
類
に
属
す
る
文
書
を
紹
介
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
が
、
三
つ
の
種
類
は
内
容
的
に
関
連
が
多
い
の
で
、

ωお
よ
び

ωに
つ
い
て
も
最
少
限
の
説
明
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

、.，，l
 

(
 

毎
年
諸
祭
記
に
つ
い
て
。

こ
れ
に
は
「
毎
年
諸
祭
り
記
」
と
題
さ
れ
た
綴
(
整
理
番
号
三
一
七
)
と
、

「
家
内
記
録
」

と
題
す
る
綴
会
二
八
)
と
が

城
大
学
の
『
伝
承
文
化
』
に
発
表
の
予
定
で
あ
っ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
、

一
九
七
四
年
九
月
本
研
究
所
月
例
研
究
会

沖縄本島北部地域における「号 IJ・「親類J・f一門J

あ
る毎

年
諸
祭
り
記
は
、
反
故
を
水
洗
し
て
再
製
し
た
芭
蕉
紙
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
尾
の
一
丁
が
欠
落
し
て
お
り
、
従

っ
て
日
附
も
署
名
も
な
い
が
、
記
載
さ
れ
た
事
実
を

ω、
ωの
内
容
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
成
の
年
代
は
明
治
の

初
葉
と
考
え
ら
れ
る
。
前
後
に
十
年
の
幅
を
と
っ
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
日
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
を
遡
っ
た
時
点
で

の
家
の
祭
犯
を
記
録
し
た
史
料
で
あ
る
。

も
と
の
標
題
に
は
祭
り
と
送
仮
名
を
附
し
て
い
る
が
、
爾
後
は
毎
年
諸
祭
記
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
史
料
は
始
め
成

で
紹
介
し
た
。

ま
た
同
年
一
二
月
に
は
日
本
民
俗
学
会
月
例
談
話
会
で
行
っ
た
発
表
「
沖
縄
に
お
け
る
都
市
の
祭
と
村
落
の

祭
」
の
な
か
で
触
れ
て
お
い
た

「
家
内
記
録
」
は
無
日
附
で
あ
る
が
、

上
記
「
毎
年
諸
祭
記
」
を
今
次
大
戦
後
に
書
き
改
め
た
も
の
で
、
筆
者
は
一
九
六
八

年
に
物
故
し
た
当
時
の
戸
主
か
ら
依
頼
さ
れ
て
羽
地
村
川
上
の
真
喜
屋
喜
平
が
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
物
資
不
足
の
時
代
を

3 



反
映
し
て
米
軍
放
出
物
資
の
包
装
紙
を
用
い
て
い
る
。

書
き
改
め
は
原
文
に
忠
実
で
あ
り
、

ま
た
、
前
者
で
は
中
絶
し
て
い

4 

る
十
月
種
子
取
以
降
除
夜
ま
で
を
補
つ
で
あ
る
の
で
、
元
本
解
読
の
上
で
便
宜
が
大
き
い
。

(2) 

「
元
祖
由
来
記
」
類
に
つ
い
て
。

こ
れ
に
属
す
る
八
点
の
う
ち
、

「
元
祖
跡
目
定
書
」
(
整
理
番
号
三

O
九
)
以
外
は

「
元
祖
由
来
記
」
ま
た
は
「
元
祖
由
来

遺
言
記
」
と
標
題
が
附
さ
れ
て
い
る
。
右
の
跡
目
定
書
に
道
光
二
六
年
(
一
八
四
六
)
と
記
さ
れ
、
他
に
整
理
番
号
三
一
三

の
日
附
が
向
治
二
年
(
一
八
六
三
)
と
あ
る
の
を
除
き
、

う
ち
整
理
番
号
三
一
六
「
家
内
記
緑
」
は

ωの
「
家
内
記
緑
」
と
用
紙
・
筆
者
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
一
六
を
除

の
「
元
祖
由
来
遺
言
記
」

い
ず
れ
も
無
日
附
で
あ
る

無
日
附
の

れ
て
い
る
が
、

い
て
系
譜
の
記
載
世
代
が
も
っ
と
も
降
る
の
は
整
理
番
号
三
一
五
の
由
来
記
で
あ
っ
て
、
第
十
三
代
の
子
弟
ま
で
が
記
載
さ

い
ず
れ
も
童
名
の
ま
ま
で
あ
る
。
第
十
三
代
が
同
治
七
年
す
な
わ
ち
明
治
元
年
の
生
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
み

て

こ
の
コ
二
五
の
史
料
は
明
治
三

O
年
を
下
ら
ぬ
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。

整
理
番
号
コ
二

O
以
下
三
一
五
ま
で
の
「
元
祖
由
来
記
」
諸
本
は

」
の
家
の
系
譜
を
書
き
残
す
た
め
に
十
九
世
紀
後
半

い
く
度
か
為
さ
れ
た
試
み
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
明
治
中
葉
に
至
っ
て
作
成
さ
れ
た
三
一
五
の
由
来
記
は
、
用
紙
も
百

四
紙
で
あ
り
、

書
体
も
熟
達
し
て
い
る
。
偽
印
で
は
あ
る
が
表
紙
の
印
章
、
割
印
も
型
の
如
く
で
あ
る
。
だ
が、

正
規
の
家

譜
が
漢
文
で
記
載
さ
れ
棺
書
で
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し

」
れ
は
公
用
文
体
を
用
い
終
始
草
書
で
記
さ
れ
て
い
る

士
族
家

譜
と
の
相
呉
点
は
ま
だ
い
く
つ
も
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
史
料
の
筆
者
を
同
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
何
人
に
せ
よ
、
彼
が

土
族
家
譜
に

つ
い
て
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
結
果
は
右
の
と
お
り
で
、
作
成
さ
れ
た
系



譜
は
士
族
家
譜
か
ら
は
遠
く
距
っ
た
も
の
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

三一

O
な
い
し
二
二
四
の
「
先
祖
由
来
記
」
は
、
三
一
五
に
至
っ
て
完
成
す
る
系
譜
書
の
メ
モ
ま
た
は
草
稿
と
み
ら
れ
る
。

従
っ
て
形
式
と
内
容
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、

一
貫
し
て
素
朴
な
記
述
を
行
っ
て
お
り
、
系
譜
観
念
を
窺
う
た
め
の
史
料
と

し
て
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

(3) 

「
御
神
拝
日
記
」
類
に
つ
い
て
。

木
稿
は
三
綴
、
計
二
七
点
よ
り
な
る
こ
の
「
御
神
拝
日
記
」
類
を
紹
介
す
る
の
が
主
題
で
あ
る
。
「
御
神
」

の
意
義
そ
の

沖縄本島北部地域における『引J・「親類J・f一門』

も
の
が
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
、
家
の
遠
祖
と
し
て
お
く
。

家
の
始
祖
、

さ
ら
に
遠
い
祖
先
を
も
指
す
も
の
と
い

え
よ
う。

こ
の
「
御
神
」
の
祭
杷
が
「
拝
」
で
あ
り
、
拝
の
記
録
を
「
日
記
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
他
の
史
料
数
点
は
、

拝
の
仕
様
を
め
ぐ
る
紛
争
、

「
拝
日
記
」
が
収
録
さ
れ
た
結
果
、

つ
ま
り
「
口
能
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
証
拠
書
類
た
る

こ
の
綴
が
出
来
上
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

御
神
拝
日
記
の
全
文

「
御
神
拝
日
記
」
類
は
、
三
綴
二
七
点
の
史
料
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
綴
り
方
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
も
と
づ
く
か
は
不
明

で
あ
る
し
、
無
日
附
の
史
料
の
場
合
、
綴
り
方
の
順
序
が
整
合
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
ら
の

問
題
に
は
い
ま
は
触
れ
ず
、
各
綴
ご
と
に
全
文
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

綴
甲
。
仮
称
「
伊
波
村
仲
ノ
門
御
神
拝
日
記
」
(
整
理
番
号
二

O
八
)

5 



表
紙
。

光
緒
五
巳
卯
十
一
月
十

!以 j
j下 j

j欠;

史
料
イ
。

伊
波
城
御
三
ケ
所

一
美
花
米
四
合

按
司
御
先
祖
弁
御
み
な
い
あ
ん
前
御
先
祖
三
ケ
所

一
美
花
米
四
合

前
之
寺
御
三
ケ
所

一
美
花
米
四
合

御
川
御
三
ケ
所

一
美
花
米
四
合

伊
波
仲
門
之
御
火
神
御
祭
り

一

美
花
米
三
合

御
同
所
御
霊
前
弐
ケ
所

一
六
寸
重
壱
組

6 

一同

御
五
水
三
合

御
五
水
三
合

同同同-
御
五
水
弐
合

同
壱
ケ
所
二
信
合
ッ
、

一
御
五
水
壱
合

御
五
水
三
合

御
五
水
三
合



の
る
殴
内
御
神
御
棚
弁
御
火
神
弐
ケ
所

一
美
花
米
六
合

根
神
御
棚
御
祭
り

一
美
花
米
三
合

仲
門
井
の
る
根
神
間
神
ノ
御
四
人

一
茶
半
斤

御
親
類
開

一
酒
壱
沸

史
料
ロ
。

(
別
丁
起
)

拾
ケ
所
鏡
御
ぎ
や
の
こ
調
る
と
し
て

一
米
弐
升

六
寸
重
七
合
ッ
、
五
寸
重
五
合
ッ
、

一

同

弐

升

九

合

メ

入

升

三

合

八

勺

光
緒
五
巳
卯
十
一
月
十
一
日
美
里
間
切
伊
波
村
仲
門
之
屋
御
神
拝
勤

一
は
ん
仲
門
之

一
御
火
神
井
御
霊
弐
ケ
所
〆
三
ケ
所

二
は
ん

一
お
ふ
水
御
川
壱
ケ
所

一同

御
五
水
四
合

御
五
水
弐
合

多
葉
粉
半
斤

美
花
米
弐
升
九
合

一
同
三
升
四
合
八
勺

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一門」

は
ん

の
る
御
川
三
ケ
所

7 



四
は
ん

一
前
ノ
御
寺
三
ケ
所

六
は
ん

一
御
み
な
い
御
墓
壱
ケ
所

八
は
ん
城
下
西
表
山
ノ
根

一
兼
城
御
川
壱
ケ
所

十
は
ん

一
城
弐
ケ
所

大
屋
十
ご
は
ん

一
根
神
御
火
神
弁
同
所
御
棚
弐
ケ
所

五
は
ん

一
按
司
御
墓
壱
ケ
所

七
は
ん

一
あ
ん
前
御
墓
壱
ケ
所

九
は
ん
同
所
西
表
ノ
崎
松
ノ
下
-
一
而
御
た
か
へ

一
石
川
真
御
川
壱
ケ
所

十
一
は
ん

一
下
ノ
城
御
火
神
壱
ケ
所

仲
門
ノ
御
霊
前
弐
ケ
所

一
諸
引
合
御
五
水
弐
合

呈 綴
議(乙)

光
緒
五
年
伊
波
村
仲
ノ
門
屋
本
御
神
新
拝
諸
入
目
割
符
入
帳
(
整
理
番
号
二

O
九
)

光
緒
五
年
巳

卯
十
一
月
美
里
間
切
伊
波
村
仲
ノ
門
屋
本
御
神
新
拝
ミ
ニ
付
諸
入
め
取
立
割
符
入
張

(
カ
)

但

明

治

申

五

月

仲

ノ

屋

帳

写

我
部
祖
河
村
仲
ノ
屋

親

類

中

8 



史
料
い
。

〆
'
t

、

ひ
や
く
屋
ノ

か
ま
と
前
川

湧
川
村
か
ふ
い
原
次
ら
前
川
男
子

前
川
に
や

伊
差
川
村
住
居
故
か
な
上
間
と
ぢ

ま
つ
あ
も

前
門
ノ

う
し
上
聞

お
ら
取
原

前
川
大
衆

仲
ノ
屋

土
問
筑
登
之

のー右ー御ー御ー伊 五上
ろ同同同波月本光

目翌 2Z翌所主日 会勢霊
神 水 前水 な実不問仕年
御 壱弐 米神相切立巳
棚四 組ケ弐 三ノ替瀬申卯
御合 所合 合御取嵩候九
祭 御 前究村尤月
り 零 feJlニ佳先廿

ツ T 而居々ニ
ソ拝大よ日

来湾り美
リ筑拝里
申親来問
候雲リ切

上ハ伊
拝無波
出之村
之同仲

廿門
五元
日祖
ニ本
ハ新
読拝
谷ニ
山付
間而
切仲
湾 ノ
村屋
住男
居子
高上
里間
筑筑
登登
之之
拝罷
差登
出候
赤L而
合廿
仕四
候日
又伊
ハ波
同仲
四門
年江
寅参

f一円J

一
美
は
な
米

右
同一

御

五

水

弐

合

根
神
御
棚
之
御
前
御
祭
り

一

美

は

な

米

三

合

右
同一

御

五

水

弐

合

城
之
内
三
ケ
所
御
祭
り
御
次
満
之
事

一

美

は

な

米

四

合 一合

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・9 



右
同一

御

五

水

弐

合

御
川
三
ケ
所
御
祭
り
御
次
満
之
事

一
美
は
な
米
四
合

右
同一

御

五

水

三

合

按
司
御
先
祖
壱
ケ
所
御
祭
り

一
美
は
な
米
三
合

右
同一

御

五

水

弐

合

御
み
か
な
い
御
墓
所
井
あ
ん
前
右
同

一

美

は

な

米

六

合

四

合

右
同一

御

五

水

三

合

前
ノ
寺
三
ケ
所
御
祭
り

一
美
は
な
米
四
合

右
同一

御

五

水

三

合

の
ろ
根
神
居
神
仲
門

一

茶

半

斤

右
同

一
た
は
く

親
類
閲
ト
シ
テ

一

上

酒

壱

沸 半
斤

而
上
用
ト
ツ
テ

美
は
な
米
二
升
九
合
三
升
壱
合

メ

酒

四

沸

六

合

重
弐
次
六
寸
重
弐
次
五
寸
重
三
次
〆
五
ツ

メ

米

弐

升

九

合

同〆

生

魚

八

斤

一

酒

五

合

鏡
御
き
や
く
調
之
事

一

米

弐

升

今
帰
仁
親
泊
屋
元
祖
御
祭
り

一

重

弐

次

ノ

内

米

壱

升

弐

合

一

御

五

水

三

合

御
同
所
御
火
鉢
御
祭
り

一
美
は
な
米
三
合

右
同一

御
五
水

御
川
壱
ケ
所

〆

四
合

10 

生
魚
四
斤



一
美
は
な
米

右
同一

御
五
水

親
類
開

よ』
ロ

一

酒

五

合

割
符
祝
物

一

酒

五

合

合
代
分
〆
百
四
拾
四
貫
百
五
拾
文

弐
合

綴
(丙)

「
御
神
拝
日
記
」
(
整
理
番
号
二
一

O
)

表
紙

欠

古
宇
例
後
原
高
川
井
な
あ
し
川
同
基
羽
地
嘉
茶
湯

弐
ケ
所
付
な
あ
し
川
前
御
五
水
通

一
七
寸
重
弐
次

御
同
所
三
川
壱
ケ
所
御
川
三
ケ
所

壱
ケ
所
-
一
付
三
合
ッ
、
花
米

一

米

弐

合

正九
合

城
川
東
リ
原
ノ
古
川
小
名
場
川

御
同
所御

五
水

四三・四・
4きA..L込
M 口 日

正

沖縄本島北部地域における『引」・「親類J • r一門」

〔

A
〕

(
一
表
)

御
同
所
御
霊
前
江

一

七

寸

重

壱

次

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

11 



一
七
寸
重
壱
次

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

一
花
米
三
合

な
し
基
井
羽
地
墓
弐
ケ
所

一
七
寸
重
壱
次

12 

御
同
所

花
米
三
合

一同
所

書聖
す水
原弐
'-口
は
た
両
所

而
拝

御
神
拝
人
数
昼
間
や
し
め

一
七
寸
重
壱
次

御
同
所
下
村
ノ
根
大
西
ノ
御
基

一
六
寸
重
弐
次
内

W
物

一
御
五
水
弐
合

一
打
紙
三
枚

下
運
天
百
謝
名
御
墓
所

一
六
寸
重
弐
次
内

mメ富
市 口 欠
乙カ)

御
五
水
弐
合

打
紙
三
枚

親
類
開

一
七
寸
重
壱
組

右
同一

酒
壱
沸

〔

B
〕

(

一

裏

)

我

部

祖

河

あ

き

け

居
神
拝

古
宇
利
引
御
神
古
我
知
村
な
へ
津
波
妹
な
へ
高
志
保
引
御
神
新
門
ノ
我
部
提
妻
両
人

一
七
寸
重
壱
次

右
同一

御
五
水
弐
合



域
あ
さ
け
ニ
市
居
神
親
川
村
大
兼
久
屋
東
リ
門
引
ノ
仲
陪
筑
政
之
ぽ

跡
役
あ
さ
け
屋
ノ
な
へ
拝
入
め

一
七
寸
重
壱
次
昭
防
梓
魁
-
一
而

ふ
本
a
・
仁
ι

h
れ
札

古
我
知
あ
さ
け
弁
御
神
岡
村
並
盟
筑
登
之
妻
拝

一

七

寸
重
壱
次

伊
差
川
引
あ
さ
け
居
神
岡
村
故
か
ま
と
平
良
女
子
か
め
右
同

一
同
壱
次
也
健
一
寸
醐
伸
一
関

〈
二
表
)

御
神
御
拝
入
め
割
符
之
時
茶
之
詰
代

一
米
五
合
先

村
々
触
手
間

一

同

壱
升
先

右
同一

酒
壱
沸

古
宇
例
江
船
仕
組
手
間

一
同
弐
升
先

拾
九
次

〆
七
寸
重
弐
拾
次

〆
六
寸
重
四
次
内
弐
次
餅

弐
次
〆
も
ん

但
我
部
祖
河
古
我
知
両
村
生
頭
高
ニ
割
符
之
事

メ
泊
五
わ
か
し
八
合

メ
美
花
弐
升米・
三七-
AA. 
ιJ仁3

我
部
祖
河
村

御
五
水

一
酒
弐
合

御
五
水

一
同
弐
合

御
五
水一

同
弐
合

筆
紙
墨
代

一
同
五
合
先

詰
物一

ふ
た
志
々
弐
斤

割
符
手
間

一

米

壱
升
先

沖縄本島北部地域における円IJ・「親類J・「一門」

〆
塩
ふ
た
弐
斤

13 



-
生
頭
九
拾
四
人

古
我
知
村

一
同
五
拾
人

〆
百
四
拾
四
人

但
古
我
知
村
者
当
分
不
便
一
一
付
頭
引
方
仕
申
候
以
後
成
人
い
た
し
候
ハ
、
本
頭
八
拾
九
人
相
持
せ
候
口
口

〔

C
〕

(
二
裏
)

一
我
部
祖
河
古
我
知
両
村
平
表
当
高
者
生
頭
ニ
割
符
之
事

我
部
祖
河
村
出
羽
親
類
中
-
一
相
究
候
付
引

一
生
頭
五
拾
人
六
拾
五
人

仲
尾
村
な
べ
川
上
頭
ハ
お
ら
取
か
ま
た
前
川
一
一
四
人

相
定
候
ニ
付
三
人
ハ
所
よ
り
引
申
候

一

同

七

人

消

シ

由
井
等
村
み
そ
い
ノ
上
問
筑
登
之

一
同
六
人
拾
弐
人

同
村
か
ら
は
い
ま
つ
川
上

宮
盟
之
親
雲
上

一
同
九
人
出
一
以
い
組
一
誠
一
ガ
一
価
…
伸
一
川
哨
一
脚
之
嫡
抑
協
ニ
付
差
除
ケ
申
候

六
人

親
川
村
仲
尾
に
や

一
同
拾
五
人

14 

呉
我
村
か
ま
と
宮
城
伊
差
川
門
口
か
ま
と
宮
里
村
出
羽
よ
り
上
ル

一
同
六
人

-名ー お
護ら

同 原 同取
コ 住」 →原
一昨ハか
人かみ・ま

な T百た
上人前
間川
村内 光
出 回緒村
羽人二出
よ{中年羽
り尾丙よ
上村子り
Jレ頭八上

入月 ノレ
ル吟
味

但
光
緒
二
丙
子
八
月
外
戚
本
宗
差
分
ケ
ニ
付
而
差
除
ケ
申
候



呉
我
村
か
な
宮
城

一
同
六
人
但
同
年
右
同

メ
百
八
人
百
弐
拾
三
人

三
一
表
)但

我
部
祖
河
古
我
知
両
村
平
表
当
高
者
此
生
頭
一
一
割
符
之
事

村

親

類

割

符

之

時

礼

物

取

納

手

問

弁

前

遺

入

手

間

ト

シ

テ

一

酒

壱

沸

一

米

四

升

先

但
我
部
祖
河
井
仲
尾
田
井
等
親
川
呉
我
惣
頭
高
ニ
平
表
寵
る
左
生
頭
-
一
割
符
之
事

我

部

組

河

村

お

ら

取

原

ノ

か

ま

と

前

川

一

生

頭

百

五

拾

人

一

同

六

人

伊

差

川

村

門

口

ノ

か

ま

と

宮

里

名

護

原

住

居

か

な

上

間

一

同

六

人

一

同

三

人

メ
百
六
拾
五
人
但
上
座
ニ
成
ル
消
シ

(
三
一
製
)但

此
生
頭
平
表
当
高
者
当
村
惣
生
頭
高
-
一
割
符
之
事

真
喜
屋
村
あ
さ
け
居
神
ま
べ
上
地
引
七
〔
ヵ
〕
年
廻
拝
来
り
入
め
料
こ
し
の
親
類
仲
ノ
親
類
相
合
ニ
而
七
寸
重
弐
次
御
五
水
四
合
二
勺
内

一

七

寸

重

壱

次

一

御

五

水

弐

合

右
之
通
御
神
三
年
廻
永
々
拝
来
リ
申
候
事

但
光
緒
四
年
成
寅
八
月
十
日
御
神
之
時
お
や
こ
屋
ノ
宅
ニ
拝

御
神
御
八
人
御
揃
一
門
中
開
之
時
本
宗
計
一
一
而
拝
候
一
一
付

御
相
談
申
上
七
年
廻
拝
来
リ
御
取
究
仕
置
申
候

沖縄本島北部地域における「ヲIJ・「親類」・「一門」15 



我
部
祖
河
あ
さ
け
居
神
古
宇
利
引

御
神
事

威
豊
三
年
英
丑
八
月
朔
日
古
我
知
村
か
ま
と
津
波
女
子
な
ベ
新
た
も
と
入
め
取
立
割
符

あ

さ

け

-

一

而

乃

る

内

神

江

下

小

飯

弐

ツ

餅

調

御

同

所

右

同

一

米

弐

升

先

一

御

五

水

四

合

御

同

所

ニ

而

自

分

た

あ

け

小

飯

壱

ツ

御

同

所

右

同

一

同

壱

升

先

一

御

五

水

弐

合

一

一

一

月

御

た

か

へ

井

当

日

御

引

合

花

米

御

同

所

同

右

一

同

六

合

一

御

五

水

四

合

(
四
裏
)

御
同
所
ニ
而
乃
る
内
神
居
神
迄
親
類
中
御
取
替
花
小
飯
壱
ツ
ニ
入
ル

一
ふ
た
し
々
壱
斤
五
合

右
同一

生
い
ふ
三
斤

右
同一

醤
油
壱
合

あ
さ
け
-
一
而
あ
し
へ
御
立
願
井
引
羽
迄

一
御
五
水
四
合

真
喜
屋
あ
さ
け
問
神
ま
ベ
ノ
上
地
引
七
年
廻
御
入
め

一
七
寸
重
壱
次
一
御
五
水
弐
合
但
子
年
ノ
年
本
こ
し
の
屋

Ei3 
芝)¥.__}

16 

右
野
茶
代

一
米
壱
升
先

家
内
ニ
而
神
酒
調
入
ル

一

米

七

升

五

合

先



名 一成宕〔 ー占ー居ー右ー右主 ー 仕 ー 右
応豊芸旦右 今 空 同 同 芸立同

望一自米四 之但同問自件米会同 )白雪米首
ニニ・瀬六年 通上弐 官親五割巾 衣時七ー
拾 嵩 升甲 古座升 升類合符壱 裳 サ 升 而
八村九寅 宇生先先中先之房 壱先七
人御合又 例頭 揃時 枚 寸

神三七 引差 井筆
ザ勺月古分 製替 習
会廿 我ケ 芝震但 但 Y 

知 表 時 棉苧用
井日村割 茶布も
等手九符 代 々ん
村形 年之 、 一 之 布
フ表母事 事之
皇伊下 事
，差本
み川 ニ

乞あ 付
東さ 以
江 け 後
親 居新
塑神 た
主同 も
笠村 と
れ 故之

か時
ま委
と見
平合
良割
女符
子之
か事
め
新
た
も
と
入
め
と
シ
ア

生
頭
弐
拾
壱
人
当

右
同
重
壱
次
-
一
酒
弐
合
ツ

一
御
五
水
壱
沸
四
合

居
神
儀
直
リ
占
弐
度
一
一
両
花
米
御
五
水
代

一
同
三
升
四
合
先

割
符
之
時
二
日
分
諸
物
酒
代

一
同
七
升
五
合
先

寒
水
川
ノ
は
た
両
人
本

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一門J17 



但
光
緒
三
丁
丑
公
儀
依
仰
ニ
本
宗
外
戚
差
分
ケ
ニ
市
諸
方
拝
来
リ
ニ
付
差
除
ケ
申
候

〔

F
〕

(
六
表
)

18 

屋
部
村

仲
之
屋

川
ノ
は
た

御

神

両
本事

御
神
御
棚
江

一
花
米
三
合

仲
ノ
殿
内
御
神
御
霊
前
江

一
花
米
三
合
六
寸
重
弐
次

仲
之
殿
内
御
火
ノ
神
御
前
御
引
合

一
花
米
三
合

右
同
御
霊
前
江

一
北
村
重
弐
次
内

W
鞠
防
次

大
屋
ノ
御
火
神
前
右
江

一
花
米
三
合

御
同
所
御
霊
前
江

一
夜
一
一
一
令
六
寸
重
弐
次
内

W
物
ん

宇
茂
和
御
川
御
三
ケ
所
一
一
而
壱
ケ
所
ニ
三
合
ッ
、

一
花
米
九
合
三
合
五
勺

(
六
裏
)

同
所一

御
五
水
弐
合

同
域一

御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

一
御
五
水
壱
対

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

同
所
右
同
壱
ケ
所
一
一
弐
合
ッ
、

一
御
五
水
六
合
弐
合
五
勺



一宇一 御一伊
茂 同地

七・型打所七・味

寸・ 2紙 1・2
六 u五ハ所
寸惇枚 寸之
重苦 重御

弐を 弐前
氏側! 次正

内江 内

壱
次
〆
物

壱
次
餅

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

壱
次
〆
も
ん

壱
次
餅

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
刷
所

一
打
紙
五
枚

あ
さ
け
居
神
八
人
美
花
米
御
壱
人
一
一
付
三
合
ッ
、

一
美
花
米
弐
升
四
合
先

御
同
所
御
壱
人
ニ
付
弐
合
ッ
、

一
御
五
水
壱
沸
六
合

(
七
表
)

の
る
こ
も
い
御
引
合

一
美
花
米
三
合

の
る
勢
町
江

一
美
花
三
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

沖縄本島北部地域における「ヲIJ・「親類」・「一門J

金
す
る
川
井
い
へ
屋
際
お
ふ
川
南
川
三
ケ
所

九
合

一
花
米
三
合
五
勺
御
次
満

右
同
三
ケ
所
一
一
弐
合
ッ
、
御
次
満

一
御
五
水
六
合
弐
合
五
勺

い
へ
犀
御
火
神

一
花
米
三
合

同
御
霊
前
江

一
六
寸
重
弐
次

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

19 



ね
ふ
取
江

一
美
花
一
二
合

親
類
閃

一
七
寸
重
壱
組

但
御
墓
弐
ケ
所
御
祭
相
済
候
ハ
、
一
門
開
ニ
成
ル

壱
斗
壱
升
ひ
り
龍
ル

一
米
三
斗
先

但
下
座
ニ
相
印

〔

G
〕

の
る
く
も
い
初
而
御
引
合
弁
拝
之
時
弐
度
分

一
美
花
米
六
合

(
七
裏
)

居
神
御
壱
人
拝
入
め

-
美
花
三
合

の
る
勢
頭
弁
ね
ふ
取
壱
人
拝
入
め
壱
人

一
美
花
六
合
三
合

米
三
合
、
柄
弐
合
-
一
而
相
済
中
候

々
娃
敷
手
間
斗
別
々
ノ
拝
め
人
数
申
立
-
一
而
此
通

一

中

酒

五
合

一右 ー 御
同同

酒・ 御所

寄:支
弐
ム.
口

20 

安
和
村
屋
部
引

き
な
の
お
た
本
ハ
屋
部
村
日
記
ハ
塩
屋
お
た
本

御
神
事同

所
一
御
五
水
四
合

一御ー 御
同 ffU

御所 御 所

五五
水水
四・ 弐
合・ 合
弐
ム
日



〔

H
〕

木
部
間
切
具
志
堅
村
屋
部
引

神

の
る
く
も
い
殿
内
火
神
ノ
前

一

美
花
九
合
先

御
同
所
霊
前
江

一

七

寸
重
壱
次

あ
さ
け
居
神
の
る
く
も
い
井
御
神
御
壱
人
〆
御
弐
人

一
七
寸
重
弐
次
壱
次

御
霊
前
御
祭
-
一
市

親
類
開
済

一

七

寸
重
弐
次
内
一
切
約
…
物

但
子
年
拝
姐
相
定
巾
・
候

〔

I
〕

呉
我
あ
さ
け
居
神
口
口
口

居
神
五
人
拝
め

御

き
ち
ゃ
ノ
引

当
村
川
ノ

は
た
本

事

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

右
向一

酒

弐
合

羽
地
呉
我
村
屋
部
引

御
神
事

御
同
所

右
同

川
ノ
は
た
本

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一門J21 



一
七
寸
重
壱
次

筆
紙
墨
代

一
米
五
合
先

割
口
手
間

一
同
壱
升
先

(
八
表
)但

此
上
寅
申
正
丑
未
歳
七
年
廻
御
神
事
之
事

我
部
祖
河
村

一
生
頭
九
拾
四
人

古
我
知
村
九
年
母
下
か
ま
た
真
喜
屋

一
同
五
拾
人

メ
百
四
拾
四
人
-
一
市
拝
入
高
両
割
-
一
而
親
当
村
々
割
符
之
事

一
御
五
水
弐
合

祝
物

一
同
四
升
先

村
々
ふ
り
手
間

一
同
壱
升
先

22 

呉
我
村
か
な
宮
城

一
同
前
六
ん
九
人

側
訓
ノ
は
た

伊
差
川
村
門
口
ノ
か
ま
と
官
盟

一

同

六

人
メ
百
拾
四
九
拾
六
人

道
光
弐
拾
七
丁
未
年
八
月
八
日
名
護
間
切
屋
部
村
石
根
ノ
仲
兼
久
大
屋
子
妻
新
た
も
と
之
時
こ
し
の
宮
城
筑
登
之
拝
筈
無
之
ニ
付
当
村

川
ノ
は
た
仲
ノ
親
類
中
参
会
吟
味
之
上
仲
ノ
上
間
筑
登
之
当
所
江
罷
越
シ
屋
部
村
御
親
類
中
段
々
御
吟
味
之
上
こ
し
の
親
類
差
除
ケ
頭
当

方
相
持
申
候
事

田
井
等
村
お
ら
は
い
ま
つ
川
上

(
カ
)

一

同

九

人

但
米
六
斗
三
升
願
ニ
付
而
相
持
候

仲
尾
村
な
べ
川
上

一

同

七

人

親
川
村
仲
尾
に
や

一
同
拾
五
人

お
ら
取
か
ま
と
前
川

一

同

六

人

一 我
部

テマ.祖
語.河
五村OW 
人・羽

よ
五 り ー 名
拾拾護
人五 同原

人ョ住
相子屈
定八か
候 な
ニ上
付問
ヲl



〔

J
〕

(
八
裏
)

一
頭
壱
分
七
リ
五
毛
但
新
た
も
と
の
時
分
此
通

但
何
願
川
ノ
は
た
よ
り
口
能
之
時
頭
両
割
申
候

威
豊
四
甲
寅
又
七
月
廿
六
日
手
形
表

門
マ
マ
〕

七
之
御
た
も
と
之
内
故
屋
部
錠
ノ
あ
ん
し
居
館
ド
〕
山
入
端
ノ
あ
ん
し
さ
あ
の
御
た
も
と
い
う
平
良
屋
ノ
女
う
し
居
伐
り
山
当
東
江
筑
親

雲
上
女
子
う
し
両
人
居
伐
り
之
時
頭
壱
分
七
リ
五
毛
当

一
米
弐
斗
六
升
先

名
護
間
切
屋
部
村
す
る
金
川

一

餅

小

飯

壱

対

米

五

合

同
い
へ
屋
ノ
側
お
ふ
の
川

一
同
小
飯
壱
対
同
右

向
車
川

一

同

小

飯

壱

対

同

右

(
九
表
)

同
川
三
ケ
所
井
い
へ
屋
ノ
御
火
神
ノ
御
前
迄
御
次
満
ニ
而

一

花

米

四

合

同
い
へ
屋
ノ
棚
霊
凶
江

一
七
寸
重
弐
次
内
〆
糊
一切鰍

調
用
米
三
升

御
五
水
弐
合

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一門J

御
五
水
弐
合

御
五
水
弐
合

御
五
水
弐
合

一
御
五
水
弐
合

〆
酒
壱
沸
代
米
三
升

〆
米
四
升
九
合

23 



但
此
上
川
ノ
は
た
本

庭
部
村
親
盟
屋
ノ
御
火
神
御
前

一
花
米
三
合

御
同
所
御
霊
前
江

一
七
寸
重
弐
次

W
物

御
同
所
い
り
お
ふ
水
川

一

小

飯

壱

対

(
カ
)

御
同
所
ふ
護
ノ
屋
敷
外
ノ
川

一
花
米
三
合

(
九
裏
)

但
此
上
城
出
ノ
屋
仲
ノ
屋
両
人
子
孫

〔

K
〕

丑
未
年

壱
は
ん
仙
呑

一
御
引
合
壱
礼
遇

二
番
御
茶
陽

一
清
明
茶
弐
度
入

弐

三
番
御
勝
候
市
戻
リ
ニ
入
ル

美
花
米
九
合

大
み
ち
ゃ
七
年
廻

御
墓
所
御
立
願

御
五
水
弐
合

御
五
水
弐
合

御
五
水
弐
合

御
五
水
弐
合

右
同一

御
五
水
上
酒
弐
合

24 

花
米
三
合



右
同
椿
候
而
御
鯨
候
事

一
ふ
た
壱
疋

四
番
御
錦
之
事

一
御
五
水
上
酒
弐
合

右
同
五
番

-

打

紙

拾

枚

一

但
御
鯨
候
而
こ
う
護
親
類
中
よ
り
重
御
五
水
御
蹄
候
而
御
拝
之
事

(
紙
欠
}

右
同
ふ
た
し
こ
弐
斤
口
口
市

一
下
小
飯
壱
ツ

し
と
弐
斤

く
り
し
と

(
九
裏
)

(
7
7
)
 

四
番一

ふ
た
し
ミ
弐
拾
六
斤
五
合

内
御
吸
物
ニ
入
比
内
よ
り
ム
タ
し
と
弐
斤

し
ミ
弐
拾
四
斤

御
吸
物
-
一
入
ル

一
下
み
そ
弐
合

御
立
願
相
済
シ
戻
リ
川
ノ
は
た
ニ
而
御
引
合
ト
シ
テ
御
五
水

一
中
酒
三
合

筆
紙
墨
代

下
小
飯
ニ
入
ル

し
と
弐
斤
五
合

右
同一

塩
四
合

取
立
割
符
之
時
茶
請
代

一
米
五
合

村
々
触
手
間

一
同
壱
升
先

諸
物

一
同
五
合
先

割
符
手
間同

壱
升
先

同
四
升
先

壱
対

沖縄本島北部地域における「引」・「親煩」・「一門』25 



右
同
夜
仕
事
-
一
付
ふ
た
油
弐
勺
五
才
代

一
同
壱
合

但
此
上
丑
未
年
九
月
七
年
御
廻
御
立
願
之
事
院
均
一

w出批判…畑一一帳、臥之

我

部

祖

河

村

名

護

山

田

口

大

域

筑

親

実

上

一

生

頭

九

拾

四

人

一

同

三

拾

人

(
マ
マ
)

古

我

村

か

ま

と

真

喜

屋

仲

尾

村

な

へ

川

上

一

同

五

拾

人

一

同

七

人

〆
百
七
拾
四
人
山
田
口
祖
古
三
ケ
村
ニ
割
符
候
而

親
ノ
当
高
村
ミ
ニ
割
符
之
事

親
川
村
仲
尾
に
や

一
同
拾
五
人

我
部
祖
河
村

一
同
六
拾
五
人
五
拾
人

〆
弐
百
弐
人
拾
三
人

白
井
等
村
か
ら
は
い
ま
つ
川
上

一
同
九
人

(
カ
)

但
辛
未
年
願
-
一
付
而
相
持
候
事

26 

ーおー呉
ら我

EFE立
ハかハ.t.t 
人ま人・皆
と交域
JII 

但
JII 
ノ

は
た
例
表

名
護
原
住
居
か
な
上
間

一
同
三
人

伊
差
川
村
か
ま
と
宮
里

一
同
六
人

〔

L
〕

〈
十
表
)

手
形
表
な
い
く
み
衣
裳
井
上
地
引
御
神
稲
嶺
む
ら
上
里
に
や
妹
お
た
衣
裳
古
め
相
成
り
右
仕
立
代
分
取
立
真
喜
屋
村
割
符
入
表
其
時
こ



し
の
屋
仲
ノ
屋
両
人
親
類
頭
差
分
ケ
仕
置
申
候
三
拾
七
人
之
内
仲
ノ
屋
親
類
中
頭
拾
四
人
当
壱
人
ニ
壱
合
六
勺
ッ
、

一
米
弐
升
弐
合
四
勺
先

外
拾
九
人
ハ
こ
し
の
屋
頭
三
人
ハ
お
か
ん
原
ノ
ま
つ
前
川
祖
父
母
頭
壱
人
な
へ
真
喜
屋
事
存
不
申
候

光
緒
弐
丙
子
年
八
月
十
二
日
但
割
符
之
儀
ハ
古
宇
例
引
屋
部
引
親
泊
引
ニ
割
入
申
候

〔

M
〕

今
帰
仁
間
切

親
泊
城
屋
部
引

御

神

事

仲
尾
次
あ
さ
け
居
神
御
七
人
之
内
御
壱
人
兼
次
あ
さ
け
御
壱
人
一
一
付
花
米
三
合
ッ
、

一
御
五
水
壱
対
日
ッ
、
の
米
弐
升
壱
合

〈
別
丁
起
)

崎
山
村
の
る
こ
も
い
井
内
神
枝
川
根
神
三
人
御
壱
人

-一付
白
米
三
合
ッ
、
御
五
水
壱
対
ロ
ッ
、
の
米
壱
升

壱
合
五
勺
よ
り
成
る

一
美
花
米
九
合

枝
川
前
火
神
御
前
壱
ケ
所
美
花
米

一
米
三
合
五
勺

御
同
所

一
御
五
水
六
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一円」

美
花
米
弐
升
壱
合

但

白
米
之
事

御
同
所

一
御
五
水
壱
沸
四
合

但

白
米
ニ
成
ル
三
合

27 



崎
山
原
こ
ん
ざ
川
井
塩
川
崎
山
川
三
ケ
所
壱
所
ニ
付

白
米
三
合
ッ
、
の
米
壱
升
壱
合
五
勺
ニ
成
ル

一
美
花
米
九
合

御
表
洗
御
川

一
美
花
米
三
合

仲
尾
次
の
る
こ
も
い
御
取
次

一
御
五
水
弐
合

崎
山
按
司
加
那
志
火
神
之
御
前
の
米
三
合
五
勺
よ
り
成
ル

一
花
米
三
合

御
同
人
御
霊
前
御
焼
香

壱
次
〆
も
ん

一
六
寸
御
重
弐
次
内
壱
次
餅

崎
山
按
司
加
那
志
池
域
御
某
所
御
焼
香

壱
次
〆
も
ん

一
六
寸
御
重
弐
次
内
壱
次
餅

一
打
紙
五
枚

高
御
基
壱
ケ
所

一
六
寸
重
弐
次

御
同
所

一
御
五
水
六
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所
の
米
米
三
合
五
勺
よ
り
成
ル

一
花
米
三
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

28 

壱
次
〆
も
ん

内
壱
次
餅

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

一
打
紙
五
枚

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

下
運
天
村
按
司
御
基
御
前

吾
次
〆
も
ん

一
六
寸
御
重
弐
次
内
壱
次
餅

御
同
所

一
打
紙
五
枚



御
同
所
内
ノ
御
某
所
山
ノ
仲

〆
も
ん
壱
次

一
六
寸
御
重
弐
次
内
餅
壱
次

御
同
所

一
打
紙
五
枚

親
泊
村
阿
嘉
御
基
江

一
六
寸
御
重
弐
次

御
同
所

一
打
紙
五
枚

但
弐
ケ
所
古
宇
例
拝
削
之
相
拝
申
候
消
ル

壱
次
〆
も
ん

内
餅
壱
次

決
泊
村
王
来
御
殿
御
霊
前

壱
次
〆
も
ん

一
六
寸
重
七
寸
重
弐
次
内
壱
次
餅

王
来
ノ
御
殿
御
火
神
御
前
の
米
三
合
五
勺
よ
り
成
ル

一
美
花
米
三
合
五
勺

伊
平
屋
ノ
あ
ん
加
那
志
江

一
御
五
水
弐
合

間
頭
江

御
五
水
弐
合

御
川
三
ケ
所
之
内
志
菩
間
川
=
ア
ゲ
所
弁
か
ん
昆
も
い
川
壱
ケ
所
の
る
川
壱
ケ
所

一
御
五
水
六
合

の
る
御
火
神
御
前

御
五
水
弐
合

御
問
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所

一
御
五
水
弐
合

御
同
所
の
米
三
合
五
勺
よ
り
成
ル

一
美
花
三
合

御
同
所
の
三
合
五
勺
よ
り
成
ル

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一門J

美
花
三
合

御
同
所
の
米
壱
升
五
勺
成
る

花
米
九
合

御
同
所
の
米
三
合
五
勺
よ
り
成
る
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花
米
三
合



天
辻
あ
ま
辻
井
神
あ
し
や
け
三
ケ
所

一

御

五

水

六

合

と
も
の
か
ん
御
火
神
江

一

御

五

水

六

合

一
門
中
開
礼
物

一
七
寸
重
壱
組

親
泊
村
古
宇
例
御
川
願
め
の
米
三
合
五
勺
よ
り
成
ル

一

花

米

三

合

御
五
水

〆

酒

八

沸

弐

合

わ
か
し
ニ
付
三
升
ッ
、

代
米
弐
斗
四
升
三
合
五
升
弐
合
の
米

美
花
米
三
升
五
合
先

弐
合
五
勺
先

升
ニ
壱
合
六
勺
六
才
ッ
、
成
リ

山
米
ニ
シ
テ
九
升

〆〆

重
拾
四
次
内

セ
次
七
合
ッ
、

六
寸
重
四
次
餅
調

壱
次
壱
升
六
合
五
勺

間
四
次
〆
も
ん

御
同
所
の
米
壱
升
五
勺
よ
り
成
ル

一

花

米

九

合

御
同
所
の
米
壱
升
五
勺
よ
り
成
ル

一

花

米

九

合

右
同一

酒

壱

加

御
同
所

一

御

五

水

弐

合

仙
香
四
結

材
々
ふ
れ
手
間

一

同

壱

升

先

割
符
之
時
礼
物

一

同

五

升

先

但
六
点
〆
外

六
寸
東
口
次
六
寸
重
四
次
餅
調

壱
次
七
合
ッ
、

代
米
弐
升
五
勺

同
口
口
〆
物
調

壱
次
壱
升
六
合
五
勺

同
壱
斗
壱
升
五
合
五
勺
八
升
弐
合
五
勺

〆
弐
斗
三
升
四
合
五
勺
壱
斗
八
升
九
合
五
勺

30 

割
符
手
間

一

米

壱

升

先

貫
手
間

一

同

四

升

先

茶
之
詰
井
筆
紙
墨
代

一

同

壱
升
先

同七
同壱弐・同寸
五・次次・弐・重
升・ニ三升・弐・
先・弐次先・次・
七升〆三三
升五物升次
五合調先 餅
合 ツ 調
先、



〔

N
〕

(
別
丁
)

合
五
斗
五
升
九
合
四
升

但
親
泊
引
ハ
名
護
屋
部
村
当
村
親
類
当
村
中
相
合
一
一
而
下
座
之
通
、水々

拝
来
申
候

本
部
川
切
川
崎
村
真
喜
屋
筑
設
之
剃
類
中
古
宇
例
井
域
伊
差
川
我
部
祖
河
古
我
つ
五
ケ
所
あ
さ
け
府
神
三
年
問
御
神
拝
め
之
事

一
上
酒
壱
沸
⑮
〔
真
喜
屋
筑
登
之
印
。
以
下
同
じ
〕

同
川
切
同
村
今
帰
仁
親
泊
城
陪
神
引
拝
入
め
之
一
挙

一

同

弐

沸

⑮

恒
子
午
之
口
年

(
歳
)

同
間
切
同
村
名
諮
問
切
屋
部
村
あ
さ
け
円
神
御
願
入
め
之
事

一

同

弐

沸

@

但
丑
未
之
口
年

(

ん

蹴

)

岡
山
切
同
村
読
谷
山
間
切
高
士
山
夜
村
御
神
拝
め
井
具
志
川
間
切
高
江
洲
御
神
拝
入
め
-
一
候

一

調

分
三
百
貫
文
@
但
光
緒
四
戊
寅
外
戚
本
宗
差
分
ケ
ニ
付
間
走
除
ケ

但
卯
閏
之
歳
寅
申
之
年

同
制
切
同
村
大
み
や
御
墓
所
拝
入
め

一

同

拾

五

貫

文

⑮

但
丑
未
年

戊
民
間
四
月

羽
地
我
部
机
河
村
仲
ノ

親
類
中

本
部
間
切
浦
崎
村
親
類

真
喜
屋
筑
登
之
⑮

入
め

沖縄本島北部地域における句 IJ・「親類J • r一門」31 



〔

O
〕

(
別
丁
)

同
治
九
年
庶
午
八
月
今
帰
仁
間
切
親
泊
城
御
神
拝
井
仲
尾
次
崎
山
両
村
居
神
拝
御
廻
之
時
名
護
間
切
屋
部
村
御
一
門
中
井
羽
地
間
切
我

(
カ
)

部
組
河
村
川
は
た
井
仲
ノ
屋
一
門
中
永
々
相
合
ニ
而
拝
来
リ
様
相
究
申
候

一

米

壱

斗

七

升

五

合

先

残

ひ

く

但
屋
部
村
口
江
八
月
十
七
日
限
り

相
届
可
中
候

一右
同

焼
酎
五
沸
内

右
同
御
神
拝

一
人
数
回
人
内

入
め
割
符
之
時
祝
物

一

米
三
升
先

32 

持
夫
手
間

同
壱
升
先

同
壱
升
先

親
泊
村
江

弐
わ
か
し

仲
尾
次
崎
山
江

三
わ
か
し

親
泊
村
の
る
殿
内
江
拝
入
一
一
付
屋
部
村
御
一
門
中
相
合
一
一
而
拝
中
候

弐
人

仲
昆
次
崎
山
村
た
あ
な
民
江

弐
人

〔

P
〕

向
治
十
年
辛
未
七
月
廿
五
日
屋
部
村
始
今
帰
仁
井
読
谷
山
長
浜
村
桑
江
村
羽
地
迄
屋
部
村
あ
さ
け
居
神
拝
廻
之
時
其
方
触
り
料
と
し
て

入
中
候
問
今
帰
仁
仲
尾
次
崎
山
あ
き
け
井
親
泊
域
迄
屋
部
村
御
一
門
中
此
方
一
門
中
拝
廻
/
¥
ニ
相
合
-
一
而
拝
め
申
候
一
一
付
右
之
触
リ
料

(
カ
)

米
士宮
俵
穿
切
手
史
認
早
速
翌
日
仲
ノ
上
間
筑
登
之
屋
部
君
主
同
所
御
神
拝
之
噴
き
よ
り
仕
来
之
通
申
吐
己
後
ノ
宅
江
御

一
門
中
石
根
ノ
宇
茂
和
親
雲
上
儀
保
岸
本
親
雲
上
川
ノ
上
宇
茂
和
親
雲
上
伊
地
味
親
雲
上
己
後
ノ
大
兼
久
親
雲
上
〆
御
四
五
人
御
揃
ニ
而



御
相
談
相
定
申
候
且
又
御
神
拝
め
之
時
ニ
付
而
此
方
屋
部
村
江
差
越
其
時
石
垣
ノ
宅
ニ
而
其
方
御
一
門
中
御
吟
味
直
-
一
而
今
帰
仁
井
長
浜

桑
江
御
触
リ
料
ハ
相
持
候
而
屋
部
御
一
門
中
此
方
一
門
中
壱
手
ニ
相
成
リ
先
方
御
取
持
之
事
御
吟
味
相
定
申
候
拝
御
廻
之
/
¥
時
宿
ハ
仲

之
殿
内
一
一
今
帰
仁
井
祖
河
川
は
た
仲
ノ
一
門
中
相
合
ニ
而
定
宿
之
事

一

米

壱

斗

先

但

下

座

之

通

但
ひ
り
簡
る
壱
斗
壱
升
先
屋
部
村
持
越
-
一
而
相
陀
巾
候

持
越
掛
夫
手
間

一
同
壱
升
先

光
紹
三
年
丁
升

七
月
廿
一
一
一
日

仲
之親

類
中

沖縄本島北部地域における句IJ・「親類」・「一門J

〔

Q
〕
(
別
丁
)

古
宇
例
御
神
口
口
廻
拝
之
時

-
調
分
拾
貫
文

光
緒
三
丁
丑
年
七
月
廿
二
日
名
護
間
切
屋
部
村
よ
り
手
形
入
今
帰
仁
間
切
仲
尾
次
崎
山
両
村
御
一
門
中
彼
ノ
村
江
居
神
廻
毎
今
帰
仁
方
御
取
持
料
ト
シ
テ

先
々
之
柑
談
相
替
リ
米
四
斗
二
升
五
合
入
出
・
候
-
一
付
就
而
ハ
相
談
用
ト
シ
テ
川
ノ
口
口
口
口
口
口
口
上
問
筑
登
之
域
間
ノ
仁
牛
上
間
口
取
添
差
遣
申
候

来
月
十
日
御
神
拝
御
廻
拝
入
め
料
手
形
入
納
中
候
口
仕
候
就
而
ハ
親
類
中
相
揃
吟
味
仕
候
得
共
同
治
十
年
辛
未
七
月
廿
五
日
御
方
村
御

一
門
中
己
後
ノ
御
宅
江
御
揃
右
拝
入
め
料
米
壱
斗
先
ニ
永
々
御
神
拝
毎
御
廻
之
時
高
御
定
被
置
候
間
道
そ
其
通
被
仰
付
被
下
度
御
願
候
以

上

親
泊
城
仲
尾
崎
山
御
神
之
時

儀
部

岸
本
親
雲
上

己
後
ノ

33 



大
兼
久
親
雲
上

仲
之
殿
内

大
兼
久
親
雲
上

の
る
殿
内
ノ

岸
本
に
や

34 

〔

R
〕

一

右

之

相
談
向
返
答
差
帰
候

-
一
付
川
ノ
は
た
宮
城
筑
登
之
仲
ノ
男
子
上
間
筑
登
之
両
人
差
越
屋
部
村
石
垣
宅
ニ
御
揃
段
々
御
相
談
中
上

候
共
先
々
通
ニ
而
は
彼
ノ
親
類
中
合
点
不
罷
成
御
座
候
問
就
市
ハ
罷
帰
リ
親
類
中
相
揃
吟
味
仕
候
得
共
今
成
之
手
形
入
持
来
ル
難
候
付
難

成
次
第
御
座
候
ハ
、
又
々
左
之
通
相
談
等
申
入
候
事

丑
七
月
廿
九
日

〔

S
〉

一
昨
日
御
申
付
通
親
類
中
相
揃
せ
吟
味
仕
候
処
其
通
-
一
は
難
成
去
ル
未
年
相
定
置
之
様
之
通
御
神
拝
鉱
御
廻
米
壱
斗
先
永
々
持
通
候
様

被
仰
付
度
い
つ
速
も
願
意
御
座
候
間
道
そ
其
通
被
仰
付
度
奉
希
候
以
上

光

祐

三

丁

丑

但

差

帰

シ

中

候

八

月

名
護
間
切
陸
部
村
仲
殿
内
ノ

御

一

門

中

衆

仲 )11
親ノ親二

類た

中

類

中

但
光
結
五
巳
卯
七
月
廿
三
日
屋
部
村
親
知
よ
り
依
相
談
ニ
差
越
石
垣
ノ
宅
ニ
而
惣
中
取
究
申
候



〔

T
〕

覚

写

(
マ
マ
)

七
夕
之
御
た
本
居
伏
請
入
め
割
符
表

一
米
壱
斗
五
升
先

右
同
之
内
塩
屋
之
御
た
本
右
同

一
米
壱
斗
五
升
先

右
之
通
割
符
入
置
申
候
間
来
月
三
日
限
当
村
の
ろ
殿
内
之
岸
本
に
や
宅
江
納
方
可
被
成
候
以
上

光
緒
二
丙
子

七
月
廿
五
日

名
護

一間
切

門 屋
部

中村

沖縄本島北部地l或における可IJ・「親類J・t一門』

〔

U
〕

(
別
丁
)

円見

(

7

7

)

 

七
夕
之
御
た
本
居
伐
ニ
付
拝
入
め
料
割
符
表

一
米
壱
斗
九
升
三
勺
三
才

右
同
御
衣
裳
取
制
衣
代
龍
リ

一
調
料
三
拾
七
貫
五
百
文

光
緒

七吾

i切
七
日

名
護
間
切
屋
部
村
石
垣
ノ

一

門

中

差
分
け

35 



我
部

半・五.祖
1，')...4-.'-.河
μ 竺.村

E正誤
天中

古
我
知
村
九
年
母
下
屋
親
類
中

J3弐
頭
七
分

H
P

↑'、、
J
T
J

但
光
緒
廿
一
年
戊
子
親
泊
拝
之
時
分
取
仕
置
申
候

以
後
立
身
次
第
両
(
カ
)
割
之
事

36 

両
村
差
分
ケ
表
左
之
通

当
村一

五
拾
五
分

お
ら
取
ノ
屯
前
川

一

八

分

古
我
知
村
仲
門

一

四

分

伊
差
川
村
門
口
屋

一

五

分

湧
川
か
ふ
い
原
次
ら
山
域

一

五

分

一同
村

七か

分 Z
J 
台、.

tt:.. 
上・
問・
ま
"? 

上
回i

〆
八
拾
四
分

但
下
座
相
記

〔

V
〕

屋
部
村
写
日
記
写

但
陸
部
村
日
記
表
写
取
拘

米
壱
斗
五
升
先

右
は
光
緒
三
年
丁
丑
八
月
今
帰
仁
長
浜
桑
江
御
一
門
中
七
年
御
廻
一
一
両
当
村
江
御
神
拝
御
差
越
罷
成
候
一
一
付
右
拝
入
め
料
米
ニ
ツ
テ
右

同
年
同
月
米
壱
俵
之
内
弐
升
五
合
先
羽
地
間
切
我
部
担
河
村
仲
之
御
一
門
中
江
割
符
申
付
候
処
彼
ノ
方
持
過
有
之
候
一
一
付
本
行
之
通
一
一
而

相
連
呉
リ
候
様
段
々
口
能
申
入
候
其
通
ニ
而
ハ
相
連
候
儀
不
罷
成
候
-
一
付
此
方
一
門
中
惣
吟
味
之
上
神
拝
割
符
差
除
ケ
候
此
方
御
神
拝
迄

も
差
除
ケ
置
為
申
事
候
処
同
五
年
巳
卯
七
月
廿
六
日
右
同
村
仲
之
上
間
筑
登
之
当
村
殿
内
御
供
石
垣
ノ
岸
本
に
や
宅
江
被
成
御
出
段
々
依

断
リ
相
連
其
上
今
帰
仁
長
浜
桑
江
右
三
ケ
村
御
取
持
拝
入
め
割
符
入
料
ハ
本
行
之
通
壱
斗
五
升
先
ニ
而
永
々
相
連
置
候
其
余
之
拝
入
め
料

ハ
先
々
仕
来
之
通
割
符
入
無
口
能
御
請
仕
候
段
依
申
入
惣
吟
味
之
上
日
記
一
一
書
記
置
申
候
事

会注... 

JL 



諸
方
御
神
事
拝
割
符
顕
分
取
左
之
通

我
部
祖
河
村
分
取
頭

一
五
拾
五
分
分
但
下
座
ニ
相
記

同
村
か
ゃ
ん
立
ノ

一

七

分

但

同

右

但
当
分
不
へ
ん
ニ
付
以
後
割
符
之
時
ハ

取
上
割
符
之
事

国

生

七
人

古
我
知
村
仲
門
ノ
仲
尾
筑
親
雲
上

一

四

分

但

下

座

相

記

〆
七
拾
九
分
但
当
分
此
通

付
古
我
知
村
九
年
母
下
屋
之
一
門
中
与
ハ
上
座
差
分
ケ
表
拝
(
諸
カ
)
割
符
之
事

右
者
御
神
拝
之
儀
ハ
本
宗
計
-
一
而
拝
来
リ
候
様
公
儀
御
方
よ
り
依
仰
一
二
門
中
相
揃
吟
味
之
上
本
宗
引
計
一
一
割
符
入
仕
置
申
候
以
後
例
為

見
合
日
記
-
一

書
置
申
候
事

光
緒
五
巳
卯

七
月
廿
八
日

伊
差
川
村
門
口
ノ
宮
旦
筑
科技
之
阿
右

一

五

分

但

同

右

お
ら
取
井
的
川
か
ふ
い
原
次
二
一

3
・1
1

拾
三
分

〔

W
〕

1111組本島北部地域における「引J・「親類」・「一門」

証

拠

名
護
間
切
屋
部
村
あ
さ
け
御
神
事
之
儀
ハ
先
々
よ
り
私
元
祖
本
一
一
相
成
拝
来
候
処
且
こ
し
の
前
我
部
祖
河
親
雲
上
よ
り
申
出
親
泊
城
引

御
神
事

ハ
こ
し
の
よ
り
拝
来
リ
古
宇
利
引
御
神
事
ハ
仲
…

H
Eハ
拝
来
リ
屋
部
引
御
神
事
ハ
川
は
た
よ
り
拝
…

H
Eハ
彼
ノ
こ
し
の
方
よ

り
三
親
類
差
分
ノ
仕
置
口
問
一
一
一
一
一
私
父
驚
入
早
速
御
方
江
段
々
願
申
口
沼
一一
一
一
一
親
類
計
持
切
ニ
而
屋
部
村
御
神
事
持
来
一
一

HaE.一一
一
一
一
次
第
御

座
候
ハ
、
御
方
一
門
中
与
先
々
仕
来
之
通
諸
方
御
神
事
拝
来
候
様
御
相
談
申
入
右
願
通
御
達
せ
諸
方
御
神
事
永
々
一
同
ニ
拝
来
リ
候
此
上
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以
後
ニ
付
而
私
共
御
子
孫
と
も
口
能
申
出
候
時
ハ
屋
部
村
日
記
表
諸
割
符
頭
両
割
御
請
申
候
其
時
一

言
も
簡
而
口
能
申
上
間
敷
証
拠
如
件

光
結
五
年
巳

卯

伊

へ

ノ

七

月

廿

八

日

か

な

並

里

(

栂

印

)

川
ノ
上
ノ
男
子

宮
城
(
栂
印
)
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と
く

JII 
ノ

う 下
し

仲
之
屋一

門
中
衆

宮
城
(
抑
印
)

川
ノ
は
た
屋
ノ

宮
城
筑
登
之
(
印
)

〔

X
〕

円
円
A

古
我
知
我
部
祖
河
両
村
両
割
表

米
壱
斗
九
升
五
勺
先

右
者
古
我
知
村
あ
さ
け
ニ
居
神
岡
村
大
屋
一
一
H
E
l
l
筑
登
之
妻
死
後
一
一
付
跡
継
居
伐
同
村
九
日
百
一
一
一
一
一
か
ま
と
真
喜
屋
女
子
か
め

新
た
も
と
入
め
割
符
入
一
H
6
1
1
願
出
候
処
九
年
母
下
ノ
宅
江
一
門
中
相
揃
吟
味
仕
候
得
共
先
々
仕
来
リ
日
記
等
ハ
無
之
候
其
時
長

兄
よ
り
往
古
ノ
云
来
リ
ハ
古
宇
利
引
御
神
与
一
引
之
次
第
申
出
其
成
行
得
与
相
考
候
得
ハ
先
々
拝
来
リ
ハ
古
宇
神
御
神
御
同
様
一
一
拝

来
リ
候
一
一
付
両
方
相
合
一
一
市
諸
入
め
割
符
入
請
口
申
候
事



二
、
御
神
拝
日
記
を
め
ぐ
る
諸
問
題

こ
れ
に
は
、
御
神
の
祭
記
に
対
す
る
記
録
(
日
記
・
覚
・
証
拠
な
ど
)
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
「
御
神
」
は

Z
S
Z
と
読
む
。
伊
波
普
猷
の

沖
縄
で
は
大
元
(
根
所
)
と
中
元
と
に
は
、
必
ず
二
柱
の
ン
チ
ャ
ン

「
祖
神
に
つ
い
て
」

は

「

が
柁
つ
で
あ
り
、
之
を
犯
っ
た
神
棚
に

問
の
者
泊
の
詞
に
、

は
ン
チ
ャ
ン
お
棚
と
云
っ
て
、
ン
チ
ャ
ン
の
ヨ
リ
マ
シ
に
二
つ
の
団
一
周
を
安
置
し
た
所
が
多
い
。
組
踊
「
忠
孝
婦
人
」

ヂ

ア

ヤ

l

て

い

チ

チ

ヤ

ウ

ソ

パ

タ

ン

「
と
ん
出
た
る
者
や
村
原
の
夫
人
と
ン
チ
ャ
ン
一
つ
の
近
親
類
」
と
あ
る
:

の

沖縄本島北部地域における「引J・「親類J・「一門」

ン
チ
ャ
ン
と
云
ふ

単
語
を
聴
い
た
だ
け
で
、
私
の
語
感
に
は
、
す
ぐ
祖
神
の
義
に
響
く
。
」

と
あ
る
。
『
沖
縄
語
辞
典
』
に
は

2
Z回出品
P
Z
は
「
御
親
類
。
御
親
戚
。

Z
6
0
5一
の
敬
語
。
」
と
あ
り
、

.zsz
は
「
神

神
様
。
祖
神
。
祖
先
の
神
様
を
い
う
。

自
然
の
神
・
火
の
神
な
ど
に
は
い
わ
な
い
。
」
と
い
い
、

さ
ら
に

.zszt目
立
に
は

ご

族

一
門
。
同
族
。
御
神

一
つ
の
意
。
」
と
述
べ
て
、
伊
波
と
同
じ
組
踊
(
た
だ
し
題
名
は
「
大
川
敵
討
」
)
の
一
節
を
例
示
し

て
い
る

現
行
民
俗
で
は
、
家
の
始
祖
以
下
は
御
霊
前
(
仏
壇
)
に
位
牌
を
ま
つ
り
、

そ
の
上
手
に
団
一
局
を
飾
っ
て
こ
れ
を
御
神
御

棚
と
呼
ぶ
。
御
神
は
始
祖
よ
り
上
の
神
格
化
し
た
遠
い
先
祖
、

い
わ
ゆ
る
「
先
の
世
」

の
カ
ミ
を
い
う
も
の
と
仮
定
し
て
お

く
こ
と
も
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
御
神
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
、
史
料
に
即
し
て
窺
う
こ
と
が
ひ
と
つ

の
課
題
と
な
る
。
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〆'‘、

一
、../

史
料
の
年
代
と
成
立
の
経
緯

40 

御
神
拝
日
記
類
は
三
つ
の
綴
と
し
て
保
存
さ
れ
て
き
た
。
綴
の
甲
・
乙
は
こ
の
類
の
う
ち
で
は
も
っ
と
も
年
代
の
新
し
い

部
類
に
属
す
る
。
綴
甲
は
、
光
緒
五
年
十
一
月
十
一
日
の
祭
柁
に
つ
い
て
の
日
記
の
写
で
あ
り
、
綴
乙
も
光
緒
五
年
の
日
記

を
同
十
年
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

綴
内
は
種
々
の
年
次
の
日
記
類
の
写
を
含
む
が
、

そ
の
う
ち
〔
N
〕
は
独
立
の
党
の
文
書
が
そ
の
ま
ま
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
用
紙
・
筆
蹟
か
ら
明
ら
か
で
、
筆
者
は
本
部
間
切
浦
崎
村
の
真
喜
屋
親
雲
上
、
日
附
に
は
戊
辰
と
の
み
見
え
る

が
、
同
治
七
年
(
明
治
元
年
)
に
相
違
な
い
。
因
み
に
こ
の
筆
者
は
、
一
七
一
一
年
か
ら
同
六
五
年
ま
で
在
世
し
た
こ
の
家
の

八
代
我
部
祖
河
親
雲
上
の
五
男
で
本
部
間
切
に
分
出
し
た
「
と
く
真
喜
屋
」

の
後
奇
で
あ
ろ
う
。

〔
A
〕
よ
り
〔
M
〕
、
〔
Q
〕
か
ら
〔
T
〕
な
ど
の
部
分
は
原
文
書
か
ら
の
写
し
で
あ
る
が
、
原
本
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
文
而

か
ら
判
定
す
る
ほ
か
な
い
。
〔
V
〕
で
は
原
本
は
名
護
間
切
屋
部
村
の
有
志
の
家
に
あ
っ
た
こ
と
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、

ど
の
家
で
あ
っ
た
か
は
記
載
が
な
い
。
全
体
と
し
て
我
部
祖
河
村
と
屋
部
村
の
日
記
が
原
本
で
あ
る
こ
と
は
い
い
う
る
。

〔

F
〕

〔

G
〕

〔
I
〕
も
原
本
は
村
外
に
あ
る

日
附
の
あ
る
も
の
の
う
ち
、
も
っ
と
も
遡
る
の
は
〔
D
〕
「
我
部
祖
河
あ
さ
け
古
宇
例
引
御
神
事
」

の
日
記
で
成
虫
三
年
八

月
朔
日
こ
八
五
三
)
と
記
さ
れ
、
〔
E
〕
お
よ
び
〔
J
〕
「
成
立
四
年
甲
寅
又
七
月
廿
六
日
手
形
表
」
が
こ
れ
に
続
く
。

身
A
」
き
C

の〔
N
〕
を
同
治
七
年
と
み
る
と
、
〔
O
〕
の
同
治
九
年
、
〔
P
〕
の
同
治
十
年
が
こ
れ
に
次
ぐ
。

一
方
そ
の
下
限
に
つ
い
て
は
、
綴
の
後
半
に
光
緒
初
年
の
日
附
が
頻
出
す
る
。
〔
J
〕
、
〔
L
〕
の
光
緒
二
年
、
〔
Q
〕
の
同
三



年
、
〔
U
〕、

〔
W
〕
の
光
緒
五
年
が
一
応
の
下
限
で
あ
る
が
、

ま
れ
た
但
し
書
も
出
て
く
る
。

〔

V
〕

〔
U
〕
に
は
進
か
光
緒
二
一
年
(
一
八
九
五
)
に
書
き
込

綴
の
前
半
は
御
神
拝
の
神
事
の
日
記
で
あ
っ
た
り
、

そ
の
費
用
分
担
す
な
わ
ち
「
入
め
料
」
の
割
符
の
記
録
で
あ
る
が
、

光
緒
初
年
の
文
書
は
割
符
を
め
ぐ
る
紛
争
す
な
わ
ち
「
口
能
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
綴
が
作

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
綴
の
作
成
当
事
者
の
署
名
は
つ
い
に
見
当
ら
な
い
が
、
こ
の
家
の
十
一
代
当
主
な
ベ
上
間
筑
登
之
(
一

八
O
七
i

一
八
九
三
)
ま
た
は
十
二
代
か
な
上
聞
筑
登
之
(
一
八
四
一
l
l
一
八
九
七
)
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
。

(
従
っ
て
隔
年
)
の
こ
と
も
あ
り
、

「
七
年
廻
」
(
六
年
お
き
)
の
こ
と
も
あ
る
。
文
面
に
よ
れ
ば
、
神
事
の
機
会
に
、

死
亡
し
た

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一円J

〆'町、

一一、-〆

御
神
拝
の
神
事
と
入
め
割
符

御
神
拝
の
神
事
と
は
ど
の
よ
う
な
祭
記
で
あ
っ
た
か

」
れ
ら
の
文
書
に
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
神
事
は
「
三
年
廻
」

「
居
神
」

に
代
わ
る
「
新
た
も
と
」
の
就
任
式
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
費
用
の
割
符
を
め
ぐ
る
記
録
が
多
い
。

こ
れ
は
こ
の
新
任
式
つ
ま
り
「
居
代
り
」
が
関
係
者
に
と
っ
て
重
大
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

そ
の
事
例
と
し
て
は
、
〔
B
〕
「
我
部
祖
河
あ
さ
け
居
神

古
宇
例
引

御
神
事
」
が
あ
り
、
文
中
に

威
豊
三
年
英
丑
八
月
朔
日
古
我
知
村
か
ま
と
津
波
女
子
な
ベ
新
た
も
と
入
め
取
立
割
符

と
み
え
、
米
・
御
五
水
(
酒
)
・
魚
・
豚
肉
・
醤
油
・
茶
の
他
、
衣
裳
(
苧
お
よ
び
綿
布
)
を
書
き
上
げ
て
い
る
が
、

割
符
の

詳
細
は
記
さ
れ
て
な
い
。
こ
れ
は
八
月
初
旬
に
行
わ
れ
た
神
事
に
際
し
て
右
の
新
任
式
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
、

日
附
は
神
事
の
直
前
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
記
録
は
例
が
多
く
、
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〔

E
〕
(
羽
地
間
切
)
伊
差
川
あ
さ
け
居
神
新
た
も
と

〔

I
〕
名
護
間
切
屋
部
村
新
た
も
と

〔

J
〕

?

居
代
り

〔

T
〕名
諮
問
切
屋
部
村
居
代
り

〔

V
〕
名
護
間
切
屋
部
村
居
代
り

威
豊
四
年
又
七
月
二
八
日

道
光
二
七
年
八
月
八
日

威
豊
四
年
又
七
月
二
六
日

光
緒
二
年
七
月
二
五
日

光
緒
五
年
七
月
二
七
日

42 

な
ど
あ
っ
て
、
執
行
の
月
日
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
時
季
に
行
わ
れ
る
神
事
の
記
録
と
し
て
は
、
文
書
〔
O
〕
で
は
そ
の
冒
頭
に
、

と
あ
り
、

ま
た
〔

P
〕
に
も
、

同
治
九
年
反
午
八
月
今
帰
仁
間
切
親
泊
城
御
神
拝
弁
仲
尾
次
崎
山
両
村
居
神
御
廻
之
時
(
下
略
)

同
治
十
年
辛
未
七
月
廿
五
日
屋
部
村
口
今
帰
仁
井
読
谷
山
長
浜
村
桑
江
村
羽
地
迄
屋
部
村
あ
さ
け
居
神
拝
廻
之
時
(
下
略
)

と
み
え
、
神
事
は
巡
拝
の
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
続
い
て
〔
Q
〕
に
も

古
宇
例
御
神
口
口
廻
之
時

一
調
分
拾
貫
文

(
中
略
)

来
月
十
日
御
神
拝
御
廻
拝
入
め
料
手
形
入
拝
口
仕
候

親
泊
城
仲
尾
崎
山
御
神
之
時

と
あ

っ
て
、

日
附
は
光
緒
三
年
丁
丑
七
月
廿
三
日
で
あ
る
。
〔
C
〕
「
我
部
祖
河
古
我
知
両
村
平
表
当
高
生
頭
-
一
割
符
之
事
」

申
侯
(
下
略
)



と
あ
る
記
録
で
は
、
そ
の
末
尾
に

右
之
通
御
神
三
年
廻
永
々
拝
来
リ
申
候
事

但
光
緒
四
年
戊
寅
八
月
十
日
御
神
之
時
云
々
(
下
略
)

と
あ
る
の
と
時
季
、
が
符
合
し
て
い
る

な
か
に
は
〔
K
〕
「
大
み
ち
ゃ
七
年
廻
御
墓
所
御
立
願
」

の
よ
う
に
九
月
の
神
事
も
あ
る
が
、

」
れ
は
始
祖
墓
の
墓
前
で
の

年
の
解
御
願
・
立
御
顕
で
あ
っ
て
、
右
に
述
べ
た
御
神
事
と
は
異
種
で
あ
る

と
説
く
の
は
聞
く
べ
き
意
見
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

」
の
地
方
の
現
行
民
俗
に
は

八
月
十
日
頃
、

一
族
が
参
集
し
て
「
門

沖縄本島北部地域における「引」・「現類」・ f一円」

右
を
綜
合
す
る
と
、
御
神
拝
の
機
会
は
、

八
月
上
旬
、

と
く
に
八
月
十
日
の
行
事
で
あ
り
、

そ
の
時
に
は
先
祖
に
縁
の
あ

る
今
帰
仁
方
面
へ
の
巡
拝
も
行
っ
た
こ
と
が
判
る
。
居
神
の
居
代
り
で
あ
る
新
た
も
と
の
式
は
、

こ
の
八
月
十
日
の
行
事
に

先
き
立
っ
て
重
々
し
く
取
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
行
民
俗
で
も
八
月
十
日
は
、
こ
の
地
方
の
方
言
で
の
ス
パ
シ

g
g包

す
な
わ
ち
柴
差
の
行
事
が
行
わ
れ
る
。
間
切
行
事
で
あ
る
海
神
祭
、
方
言
で

Z【
凶

N
P
Z

の
祭
も
、
盆
後
の
亥
の
日
を
選
ん
で

行
わ
れ
、

一
年
の
大
折
目
と
さ
れ
て
き
た
。
宮
城
真
治
が
『
古
代
沖
縄
の
姿
』
で
「
南
島
の
正
月
は
陰
暦
八
月
で
あ
っ
た
」

中
揃
」
自
己

Z
E
N
Rけ
を
行
い
、
各
地
を
巡
拝
す
る
風
習
が
あ
る
が
、

」
れ
は
右
の
御
神
拝
の
行
事
と
系
譜
上
の
深
い
つ

な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

御
神
拝
の
行
事
が
ど
の
よ
う
に
執
行
さ
れ
た
か
を
見
る
の
に
、
綴
乙
の

iw
は
格
好
の
史
料
で
あ
る
。

我
部
祖
河
仲
ノ
屋
の
一
族
は
、
光
緒
五
年
の
秋
、
二
回
に
亘
っ
て
、
中
頭
郡
美
里
間
切
伊
波
村
仲
ノ
門
家
に
御
神
拝
を
行

い
の
文
面
に
も
「
尤
先
々
よ
り
拝
来
リ
ハ
無
之
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
こ
の
年
か
ら
始
め
た
新
規
の
御
神
拝
で
、
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仲
ノ
門
で
の
御
神
拝
に
は
次
の
諸
点
が
巡
拝
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
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1 

仲
ノ
門
家
火
神
(
竃
)

6 

伊
波
城
の
御
三
ケ
所

2 

同
じ
く
御
霊
前
(
仏
壇
)

7 

御
川
三
ケ
所

3 

ノ
ロ
殿
内
御
神
御
棚

8 

按
司
の
墓

4 

ノ
ロ
殿
内
火
神

9 

前お
のみ
寺3な
のい
三の
ケ墓
所

5 

根
神
家
の
御
神
御
棚

10 

右
の
諸
点
に
「
美
は
な
米
」
三
合
な
い
し
四
合
、

「
御
五
水
」
三
合
を
供
え
て
拝
み
、
最
後
に
「
親
類
開
」
と
し
て
上
酒

を
壱
沸
用
い
て
、
両
方
の
一
族
が
直
会
し
て
い
る
。
こ
れ
に
要
し
た
諸
掛
り
は
、
美
は
な
米
三
升
一

A

台
、
酒
四
沸
六
合
、
米

二
升
九
合
、
生
魚
八
斤
、

ま
た
ノ
ロ
・
根
神
な
ど
へ
礼
物
に
茶
と
煙
草
各
半
斤
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

年
次
日
附
は
不
明
だ
が
、
綴
丙
〔
B
〕
の
日
記
、

「
我
部
祖
河
あ
さ
け
居
神
拝
」
で
の
入
め
は
、
ま
ず
二
人
の
居
神
に
そ
れ
ぞ

れ
七
寸
重
壱
次
と
御
五
水
二
合
、
城
あ
さ
け
・
古
我
知
あ
さ
け
・
伊
差
川
あ
さ
け
へ
同
じ
く
重
壱
次
と
御
五
水
二
合
、

'-

の

他
、
村
々
へ
の
触
を
出
す
手
間
と
し
て
米
一
升
・
酒
一
沸
(
一
升
)
、
古
宇
利
へ
船
を
出
す
手
間
米
二
升
、

こ
れ
ら
の
費
用
を

割
符
す
る
に
つ
い
て
米
一
升
の
ほ
か
茶
請
・
筆
墨
料
と
し
て
各
米
五
合
が
あ
げ
ら
れ
、
他
に
も
説
物
と
し
て
豚
肉
二
斤
を
要

し
て
い
る
。
以
上
の
総
計
と
し
て
、
酒
五
わ
か
し
八
合
(
五
升
八
合
)
、
七
寸
重
二

O
次
、
六
寸
重
四
次
、

美
は
な
米
二
升

合
、
塩
豚
肉
二
斤
を
書
き
上
げ
て
い
る

」
の
費
用
は
元
屋
の
み
で
な
く

一
族
が
分
担
す
る
が
、

そ
れ
に
は
均
等
割
の
場
合
も
あ
っ
た
し
、
元
屋
に
負
担
を
前
一
く

し
て
い

る
場
合
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
一
族
の
人
数
を
計
上
し
て
計
算
の
基
準
と
す
る
の
で
あ
っ

て、

そ
の
際
、
貢
租



用
語
を
し
ば
し
ば
流
用
し
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

〔

B
〕
の
後
半
の
但
書
に
、

但
我
部
祖
河
古
我
知
両
村
生
頭
高
に
割
符
之
事

我
部
祖
河
村

一
生
頭
九
拾
四
人

古
我
知
村

一
同
五
拾
人

〆
百
四
拾
四
人

割
符
の
事
例
は
こ
の
ほ
か
綴
丙
の
〔
C
〕
、
〔

I
〕
に
も
臼
比
え
て
い
る
。
生
頭
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
相
異
っ
て
い
る
が
、

羽
地
問

沖縄本島北部地域における「ヲIJ・「親類」・「一門」

と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
「
割
符
」
は
本
土
で
も
貢
租
用
語
と
し
て
古
く
か
ら
あ
っ
た
と
聞
く
が
、
こ
れ
が
い
つ
の
頃
か

沖
縄
に
も
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
生
頭
」
は
「
正
頭
」
の
誤
り
で
あ
る
が
、
後
者
は
貢
租
を
負
担
す
べ
き
村
落
成

員
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

切
内
の
呉
我
地
、
伊
差
川
、
浦
取
、
今
帰
仁
間
切
湧
川
の
各
地
に
割
符
を
受
け
た
者
が
い
る
。
文
書

ωの
「
元
祖
由
来
遺
一一一一口

記
」
類
と
の
検
討
に
よ
っ
て
、

か
れ
ら
は
我
部
祖
河
の
家
を
元
屋
と
す
る
分
校
の
系
統
で
あ
る
こ
と
が
判
る
が
、

い
ま
は
そ

の
詳
細
を
省
く
。

綴
内
の
〔
L
〕
に
よ
る
と
、
真
喜
屋
村
の
上
地
引
で
神
衣
裳
を
新
調
し
た
際
我
部
祖
河
に
割
符
し
た
例
が
出
て
い
る
。
こ
の

時
t土

一
人
一
合
六
勺
ッ
、
の
割
符
で
、
我
部
祖
河
で
は
総
計
三
七
人
、

う
ち
一
九
人
が
家
号
こ
し
の
屋
を
親
類
頭
と
し
、

一
四
人
が
仲
ノ
屋
を
税
類
頭
と
し
、
他
に
三
人
が
ま
つ
前
祖
父
母
、

一
人
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る
。
仲
ノ
屋
も
こ
し
の
屋
も
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木
家
で

そ
れ
か
ら
の
分
校
の

「
本
」
と
な
り
、
責
任
額
を
各
分
枝
の
家
族
員
と
負
担
能
力
を
勘
案
し
て
頒
け
る
の
で
あ
る
。

46 

割
符
は
「
親
類
」
の
観
念
に
基
づ
く
行
為
で
あ
る
が
、

「
手
形
入
」
な
ど
貢
租
関
係
の
用
語
を
あ
て
て
い
る
。

御
神
拝
が
親
類
参
集
の
機
会
だ
っ
た
こ
と
は
、
神
事
の
後
に
行
わ
れ
る
直
会
の
名
称
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
綴
甲

の

ωで
は
「
御
親
類
開
」
と
呼
び
、
綴
乙
の
伸
、
綴
丙
の
〔
A
〕
、
〔
F
〕
、
〔
H
〕
で
も
「
親
類
開
」
で
あ
る
が
、
親
泊
城
屋
部

引
の
神
事
の
日
記
で
あ
る
〔
M
〕
に
は
二
門
中
開
礼
物
」
と
み
与
え
る
か
ら
、

一
族
は

「
親
類
」
ま
た
は

「

一

川

j
h
!

Fl
・-
'
r
b
l」
F

と
考

え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て

「
親
類
中
」

の
用
例
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
日
記
類
の
交
換
文
書
の
署
名
に
幾
つ

か
そ
の
例
が
あ
る
。
綴
丙
の
〔
I
〕
は
道
光
二
七
年
八
月
屋
部
村
新
た
も
と
の
儀
式
に
口
能
が
生
じ
た
際
の
文
書
で
あ
る
が
、

「
川
ノ
は
た
仲
ノ
親
類
中
」
と
あ
る
。
同
じ
く
〔
N
〕
の
附
書
も
に

本
部
間
切
浦
崎
村
真
喜
屋
筑
登
之
親
類
中

な
ど
と
み
え
、
全
体
と
し
て
本
部
間
切
浦
崎
村
親
類
の
真
喜
屋
筑
登
之
か
ら
羽
地
我
部
祖
河
村
仲
ノ
親
類
中
へ
宛
て
た
形

に
な

っ
て
い
る
。
〔
Q
〕
で
は
屋
部
の
有
志
四
名
に
対
し
「
仲
之
親
類
中
」

か
ら
願
書
が
出
て
お
り
、

」
の
用
誌
が
頻
り
に
用

い
ら
れ
、
署
名
に
も
「
川
ノ
は
た
親
類
中
」
、

「
仲
ノ
親
類
中
」
と
書
く
が
、
宛
名
は
「
名
護
間
切
屋
部
村
仲
殿
内
ノ
御
一
門

中
衆
」
で
あ
る
。

「リ
中

の
用
例
も
右
の
ほ
か
例
が
多
い

一
々
は
挙
げ
な
い
が
、

た
だ
「
門
中
」
と
い
う
用
例
は
絶
え
て
出
現
し
な
い
。

「
一
門
」

の
例
は
〔
F
〕
に
お
け
る
但
し
書
に

但
御
墓
弐
ケ
所
御
祭
相
済
候
ハ
、
一
門
開
ニ
成
ル



と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
〔
F
〕
の
文
中
こ
の
直
前
に
見
え
る
「
親
類
開
」
(
既
述
)
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
義
に
用
い

ら
れ
た
こ
と
が
判
る
。

以
上
の
事
例
か
ら
綜
合
し
て
、

「
親
類
中
」
は
二
門
中
」
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

J
も
つ
も
戸
」

J
h
u

、

用
例
に
よ
る
と
「
親
類
中
」
は
村
な
い
し
近
隣
居
住
の
や
や
狭
い
範
囲
で
あ
る
場
合
が
あ
り
、
「
一
門
中
」

は
無
限
定
に
用

い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
て
「
刻
類
中
」
よ
り
上
位
に
立
つ
範
時
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。

「
一
門
」
、
「
親
類
」
は
「
与
中
」
と
と
も
に
公
用
語
で
あ
る
が
、
「
一
門
中
」
、

「
親
類
中
」

の
形
は
公
用
語
で
は
用
い
ら
れ

よ
っ
て
学
ん
だ
士
族
的
な
観
念
が
混
入
し
て
い
る
。

そ
の
産
物
が
「
親
類
中
」
「
一
門
中
」
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
普
及
し

沖縄本島北部地域における「引」・「親類」・「一門」

町、、
0

・
ザ

'
H
3
h
y

し
か
し
、
後
者
は
私
的
な
文
書
に
は
右
の
ご
と
く
頻
り
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

二
門
」
「
親
類
」
に
は

抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
語
感
が
い
つ
も
伴
う
の
に
対
し
、
「
一
門
中
」
「
親
類
中
」
の
場
合
に
は
祖
先
に
つ
な
が
る
成
員
を
控

え
た
実
体
感
が
あ
る
。
従
っ
て
交
換
文
書
の
署
名
や
宛
名
に
こ
の
形
が
多
用
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
同
じ
く
丙
の
〔
S
〕
の
但

し
書
と
し
て
み
え
る

但
光
緒
五
巳
卯
七
月
廿
三
日
屋
部
村
親
類
よ
り
依
相
談
一
一
差
越
石
垣
ノ
宅
ニ
市
惣
中
取
究
申
候
(
傍
点
筆
者
)

な
ど
は
同
じ
語
法
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

我
部
組
河
文
書
成
立
の
時
代
、

こ
れ
に
関
係
し
た
階
層
の
観
念
に
は
、

地
域
固
有
の
要
素
に
加
え
て
、
中
央
と
の
交
渉
に

て
い
る
「
門
中
」

の
用
法
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
は
我
部
祖
河
文
書
だ
け
の
現
象
で
な
く
、

こ
れ
ま
で
に
嘱
目
し
え
た
も
の

に
例
外
な
く
適
合
す
る
事
実
で
あ
る
。
敷
延
す
れ
ば
「
門
中
」
は
「
一
門
中
」
か
ら
の
派
出
語
と
し
て
、

さ
ら
に
降
る
時
代
、

つ
ま
り
明
治
以
降
に
こ
の
地
域
に
出
現
し
、
徐
々
に
一
般
化
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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御
神
拝
の
整
序
化
へ
の
動
向

綴
丙
に
は
御
神
事
の
日
記
が
前
半
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
〔
B
〕
は
「
我
部
祖
河
あ
き
け
居
神
拝
」
で
、
古
宇
利
引
・
高
志

保
引
・
刻
川
村
東
り
門
引
・
伊
差
川
引
の
居
神
が
登
場
し
て
く
る
が
、
拝
の
次
第
に
親
類
聞
が
見
え
て
い
な
い
。
〔
D
〕
も
「
我

部
祖
河
あ
さ
け
居
神
古
宇
利
引
御
神
事
」
で
あ
る
が
、
古
宇
利
引
に
関
す
る
神
事
で
あ
る
ら
し
く
、

「
居
神
一
件
親
類
中
揃

井
割
符
之
時
茶
代
」
米
一
升
先
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
。
〔
F
〕
以
下
は
屋
部
村
側
の
日
記
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
、

〔

F
〕

屋
部
村
山
活
一
時
た
両
本
御
神
事

安
和
村
屋
部
引
回
一
敵
前
監
…
が
柑
部
村
御
神
事

羽
地
呉
我
村
屋
部
引
御
神
事
陥
市
は
た
本

大
み
ち
ゃ
七
年
廻
御
墓
所
御
立
願

今
帰
仁
間
切
親
泊
城
屋
部
引
御
神
事

〔

G
〕

〔

I
〕

〔

K
〕

ペ

M
〕

と
続
く
。
〔
K
〕
を
除
い
て
い
ず
れ
も
各
地
に
お
け
る
屋
部
引
の
御
神
拝
で
あ
り
、
式
次
第
の
末
尾
に
は
「
親
類
閲
」
〔
F
V

「
一
門
中
関
」
〔
M
〕
と
見
え
る

こ
れ
よ
り
す
れ
ば
「
引
」
は
「
一
門
」
「
親
類
」
と
重
な
る
観
念
で
あ
る
。
古
宇
利
引
の
場
合
に
は
我
部
机
河
の
こ
の
家

の
始
祖
「
不
ん
だ
い
大
主
」
が
古
宇
利
出
身
で
あ
る
と
こ
ろ
に
基
づ
く
の
で
、
不
ん
だ
い
大
主
の
「
引
」
で
あ
る
こ
と
が
一

族
で
あ
る
。
屋
部
引
の
場
合
そ
の
成
員
は
さ
ら
に
広
汎
な
地
域
に
豆
っ
て
村
々
に
散
在
す
る
が
、
屋
部
村
の
始
祖
家
H
元
屋

の
引
に
つ
な
が
る
が
故
に
神
事
を
共
同
に
す
る
の
で
あ
る
。
我
部
祖
河
側
の
「
元
祖
由
来
遺
言
記
」
類
か
ら
み
る
限
り
、
古



字
利
引
と
屋
部
引
は
別
個
の
「
引
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
つ
な
が
り
は
伝
承
上
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。

だ
が
、
〔
K
〕
大

み
ち
ゃ
七
年
廻
御
墓
所
御
立
願
の
日
記
に
は
、
我
部
祖
河
側
か
ら
も

但
此
上
丑
未
九
月

七
年
廻
御
立
願
之
事
之
時
川
ノ
は
た
仲
屋
寒
水
之
親
類
一
一
而
拝
め
来
申
候

と
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
家
号
は
と
こ
の
村
に
も
あ
る
重
要
な
種
類
で
、

こ
れ
だ
け
で
は
我
部
祖
河
と
断
定
で
き
な
い
の
で
あ

る
が
、
幸
い
に
も
こ
の
行
に
続
く
割
符
表
の
書
き
上
げ
村
名
の
筆
顕
で
あ
り
、

も
っ
と
も
数
多
く
の
「
生
頭
」
を
分
担
し
て

い
る
の
は
我
部
祖
河
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
宇
利
引
を
中
心
に
我
部
祖
河
の
一
族
が
屋
部
の
重
要
な
墓
前
祭
の
神
事
に
参

に
下
っ
た
人
々
が
あ
り
、

そ
の
こ
と
を
村
々
に
触
れ
人
を
出
す
に
つ
い
て
手
間
料
を
徴
収
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

翌
二
六
日

沖縄本島北部地域における「引J・「親類J・「一門」

加
し
て
い
た
こ
と
が
判
る

家
の
始
祖
を
起
点
と
す
る
「
引
」
の
関
係
で
は
一
門
・
親
類
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
御
神
拝
に
つ
い
て
は
共
同
し
て
い
る

事
例
は
、
綴
丙
後
半
の
文
書
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。

日
記
〔
O
〕
に
よ
る
と
、
同
治
九
年
八
月
の
今
帰
仁
拝
に
、
名
護

間
切
屋
部
村
御
一
門
中
と
羽
地
問
切
我
部
祖
河
村
の
家
号
川
の
は
た
と
仲
ノ
屋
の
一
門
中
と
が
「
永
々
相
合
一
一
而
拝
来
リ
様

相
究
申
候
」
と
述
べ
、
そ
の
「
入
め
」
を
定
め
た
が
、

翌
年
多
少
の
口
能
を
生
じ
た
結
果
さ
ら
に
く
わ
し
く
取
り
極
め
を
行
っ

た
。
こ
れ
を
次
の
日
記
〔
P
〕
に
よ
っ
て
み
る
と
、
同
治
十
年
七
月
二
五
日
、
中
頭
郡
読
谷
山
・
長
浜
・
桑
江
村
か
ら
今
帰
仁
拝

に
仲
ノ
上
間
筑
登
之
が
屋
部
村
ヘ
参
ら
れ
、
先
規
の
申
立
通
り
に
し
て
貰
い
た
い
と
い
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
一
門
中
の
う
ち
、

石
垣
(
家
号
)
の
宇
茂
和
(
佐
カ
)
親
雲
上
、
儀
保
(
家
号
)
の
岸
本
親
雲
上
、
川
ノ
上
の
宇
茂
佐
刻
雲
上
、
伊
地
味
親
雲
上、

己
後
の
大
兼
久
親
雲
上
の
五
人
が
合
議
し
、
触
り
料
は
相
持
、
屋
部
御
一
門
中
と
此
方
一
門
中
が
士
宮
手
に
御
取
持
す
る
こ
と

と
し
た
。
な
お
宿
舎
も
屋
部
村
で
は
仲
之
殿
内
、
今
帰
仁
と
我
部
祖
河
で
は
川
は
た
仲
ノ
屋
一
門
中
相
合
に
て
御
定
宿
と
す
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る
も
の
と
し
、
右
に
要
す
る
入
め
を
米
壱
斗
先
と
す
る
。
大
約
右
の
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
署
名
も
な
く
、
文
脈
に
も
つ
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か
み
に
く
い
点
が
あ
る
が
元
来
は
陸
部
側
の
日
記
で
あ
ろ
う
。
こ
の
処
却
は
我
部
祖
河
側
の
希
望
に
応
じ
た
の
で
あ
り
、

ま

た
こ
の
日
記
を
後
日
屋
部
側
か
ら
写
し
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
我
部
組
河
側
の
参
加
へ
の
希
望
が
表
出
し
て
い
る
。

日
記
〔
Q
〕
以
下
に
は
そ
の
後
、
光
緒
初
年
に
至
っ
て
出
来
し
た
別
の
口
能
の
経
緯
が
見
え
る
。
〔
Q
〕
は
「
仲
ノ
親
類
中
」

か
ら
屋
部
村
の
儀
保
岸
本
親
雲
上
他
計
四
名
宛
の
嘆
願
書
で
あ
る
。
後
付
の
書
き
入
れ
に
あ
る
通
り
、
光
緒
三
年
七
月
二
二

日
に
今
帰
仁
御
神
に
際
し
屋
部
村
よ
り
割
符
の
手
形
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
「
先
々
相
談
相
替
」
り
、
多
額
で
あ
っ
た
た
め
、
翌

二
三
日
に
川
ノ
は
た
・
仲
ノ
上
問
筑
登
之
・
城
田
仁
牛
(
仲
ノ
屋
の
分
家
で
あ
る
)
が
屋
部
に
赴
い
て
同
治
十
年
の
取
り
極
め

(
日
記
〔
P
〕
参
照
)

の
通
り
に
し
て
貰
い
た
い
と
申
入
れ
た
が
、
陸
部
側
は
こ
れ
を
断
っ
た
。

我
部
祖
河
方
は
再
度
七
月
廿
九

日
に
も
中
出
を
行
い
(
日
記
〔
R
〕)、

翌
八
月
の
一
日
に
も
三
度
願
出
て
い
る
が
、

日
記
〔
S
〕
に
は
「
但
差
帰
シ
中
候
」
と
書

き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
交
渉
は
決
裂
の
形
と
な
り
、
我
部
祖
河
方
は
一
時
御
神
拝
に
参
加
し
な
か
っ
た
ら
し
い

こ
と
は
、
次
の
日
記
〔
V
〕
に
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

さ
き
の
光
緒
三
年
今
帰
仁
廻
の
靭
、

入
め
料
を
「
我
部
祖
河
村
仲
之
御
一
門
中
に
割
符
申
付
」
け
た
と
こ
ろ
、
過
大
で
あ

る
と
口
能
を
い
っ
て
き
た
の
で
、

「
此
方
一
門
中
惣
吟
味
之
上
神
拝
割
符
差
除
」
「
此
方
御
神
拝
迄
も
差
除
ケ
恒
為
申
事
」
次

第
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
光
緒
五
年
七
月
二
六
日
に
な
っ
て
、
同
村
上
問
筑
登
之
が
当
村
殿
内
御
供
石
垣
ノ
岸
本
に
や
宅
に
出

向
か
れ
「
段
々
依
断
リ
」
、
御
取
持
拝
入
め
料
は
「
本
行
之
通
壱
斗
五
升
先
-
一
而
、
水
々
相
述
置
」
き
、

其
の
余
の

「
拝
入
め

料
ハ
先
々
仕
来
之
通
割
符
入
無
口
能
御
前
」
け
す
る
由
な
の
で
、
惣
吟
味
の
上
、

日
記
に
書
留
め
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
が

円
一記〔
V
〕
の
大
略
で
あ
る
が
、
我
部
祖
河
側
は
、
屋
部
村
か
ら
の
条
件
を
認
め
て
御
神
拝
へ
復
帰
を
果
し
た
の
で
あ
る
。



は
な
く
、
先
の
世
の
伝
承
も
定
か
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
屋
部
の
御
神
拝
へ
の
参
加
が
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
大
切
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

始
祖
か
ら
の
明
白
な
「
引
」

御
神
拝
参
加
に
つ
い
て
我
部
祖
河
方
が
重
大
に
考
え
た
の
は
、

御
神

の
「
引
」
や
始
祖
の
系
譜
で
あ
る
よ
り
、
九
代
の
当
主
(
川
上
親
雲
上
。

一
七
三
五
|
一
七
九
五
)
が
屋
部
村
の
家
号
刻
里
屋
か

ら
妻
女
を
迎
え
た
縁
由
に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
同
女
は
「
屋
部
は
あ
前
」
と
呼
ば
れ
、
後
に
小
字
城
田
に
隠
居
分

家
を
興
し
た
人
で
あ
る
。
「
元
祖
由
来
遺
言
記
」
類
お
よ
び
「
年
中
諸
祭
記
」
の
記
載
が
そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
が
、

本

稿

で
は
詳
説
の
暇
が
な
い
。
我
部
祖
河
方
が
屋
部
は
あ
前
を
契
機
と
し
て
、
御
神
拝
へ
の
参
加
を
閲
執
す
る
と
こ
ろ
に
「
引
」

強
調
す
る
か
、
法
者
や
亙
女
の
託
宣
が
そ
の
契
機
と
な
る
例
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
「
引
」
が
、

あ
る
祭
紀
行
為

沖縄本島北部地域における「引」・「詞煩」・「一門J

の
観
念
の
原
型
が
窺
わ
れ
は
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
「
引
L

は
女
子
の
線
を
通
じ
て
も
繋
っ
て
ゆ
く
も
の
と
、

も
と
は
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う

御
神
拝
は
御
神
を
共
通
に
も
っ
と
意
識
し
た
諸
親
類
中
ま
た
は
諸
一
門
中
が
「
相
合
」
し
て
神
事
を
営
む
こ
と
で
あ
る
。

各
親
類
中
ま
た
は
一
門
中
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
始
祖
の
「
引
」
に
結
ば
れ
た
現
世
の
成
員
が
共
時
的
に
形
成
す
る
親
族
集
団
で

あ
る
が
、
御
神
拝
の
「
相
合
」
は
各
集
団
系
譜
の
始
祖
よ
り
さ
ら
に
遠
く
遡
っ
た
伝
承
上
の
始
祖
す
な
わ
ち
御
神
と
の
「
引
」

を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
系
譜
を
辿
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
困
難
で
あ
り
、

口
頭
伝
承
の
か
す
か
な
繋
り
を

に
参
与
す
べ
き
特
権
な
い
し
は
義
務
の
継
承
の
原
別
で
あ
り
、
系
譜
上
ま
た
は
伝
承
上
の
始
祖
か
ら
の
血
の
繋
り
で
は
あ
る

が
、
男
系
と
い
う
限
定
を
備
え
た
原
則
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
女
子
と
く
に
出
嫁
な
い
し
入
嫁
し
た
女
子
が
結
節
点
と
な

っ
て
「
引
」
を
辿
る
観
念
も
あ
っ
た
の
で
あ
る

以
上
は
「
御
神
拝
日
記
」
類
の
史
料
か
ら
導
か
れ
た
一
応
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
は
羽
地
を
中
心
と
し
た
史
料
が
カ
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ハ
ー
す
る
範
囲
の
地
域
で
の
結
果
で
あ
っ
て

こ
れ
を
直
ち
に
沖
縄
全
域
に
敷
延
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
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ま
で
も
な
い
が
、
従
来
、
沖
縄
農
村
内
部
の
社
会
史
が
ほ
と
ん
ど
不
分
明
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
研
究
の
現
状
に
お
い
て
、

」
の
史
料
に
接
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
倖
せ
で
あ
っ
た

し
か
し
最
後
に
い
ま
一
項
、
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
農
村
社
会
史
の
動
向
に
つ
い
て
報
告
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

綴
一丙
の
〔
V
〕
に
つ
い
て
は
さ
き
に
前
半
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
に
引
続
い
て
、
「
諸
方
御
神
事
拝
割
符
頭
分
取
左
之
通
」
と

題
し
た
割
符
の
覚
が
あ
る
。
問
題
は

そ
の
末
尾
に

右
者
御
神
拝
之
儀
ハ
本
宗
計
-
一
市
拝
来
リ
候
様
公
儀
御
方
よ
り
依
仰
-
二
門
中
相
揃
吟
味
之
上
本
宗
引
計
リ
ニ
割
符
入
仕
置
申
候
以
後

例
為
見
合
日
記
-
一
書
置
申
候
事

光
緒
五
巳
卯

七
月
廿
八
日

と
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
傍
点
筆
者
)
。

ー可

本
Jコと?

刀t
L 

は
中
央
の
親
族
用
語
で
男
系
血
族
を
指
す
が
、

「
本
宗
引
」

は
こ
の
筋
目
の
別
称
と
思
わ
れ
る
。
「
八
ム
儀
」

は
漠
然

と
首
里
王
府
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
間
切
の
按
司
地
頭
お
よ
び
惣
地
頭
を
い
う
の
で
あ
る
こ
と
は
渡
口
良
清
氏
の
教
示
に

よ
っ
て
知
っ
た
。

王
国
時
代
に
は
民
事
訴
訟
は
出
来
る
な
ら
ば
間
切
捌
理
の
間
で
処
理
す
る
の
が
理
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
別

の
史
料
「
の
ろ
難
渋
一
件
」
(
仮
称
)
か
ら
分
明
す
る
が
、
紛
糾
し
て
捌
き
切
れ
ぬ
時
に
は
両
地
頭
家
の
裁
断
を
仰
ぐ
こ
と
も

あ
っ
た
。
本
件
の
口
能
が
そ
の
ケ

l
ス
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
確
か
め
ら
れ
ぬ
が
、

な
ん
ら
か
の
機
会
に
「
公
儀
御
方
」
か

ち
の
指
示
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
中
央
的
親
族
観
で
は
す
で
に
一
門
の
観
念
が
定
ま
り
、
筆
者
の
い
わ
ゆ
る
「
士
族
門
中



制
」
が
公
法
而
と
「
内
法
」
面
か
ら
士
族
社
会
に
確
立
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
「
公
儀
」
の
「
仰
」
が
、

「
内
法
」
と
し

て
の
制
度
に
添
っ
て
「
本
宗
」
中
心
の
観
念
に
出
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

同
程
の
文
而
は
他
の
史
料
面
に
も
散
見
す
る
。

た
と
え
ば
綴
一
内
の
〔
C
〕
の
後
付
書
き
入
れ
に
、

親
川
村
仲
尾
に
や

一
同
拾
五
人

但
光
緒
二
丙
子
八
月
外
戚
本
宗
差
分
ケ
ニ
付
一
巾
差
除
中
候

と
あ
り
、

そ
の
末
尾
の
但
書
に
も
、

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
「
引
」
の
観
念
が
男
系
中
心

的
に
整
序
さ
れ
た
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
こ
と
を
一
万
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
解
読
に
つ
い
て
示
教
に
預
っ
た
比
嘉

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

沖縄本島北部地域における「ヲIJ・「親類」・「一門J

但
光
緒
四
年
戊
寅
八
月
十
日
御
神
之
時
お
や
こ
屋
ノ
宅
一
一
拝
御
神
御
八
人
御
揃
一
門
中
開
之
時
本
宗
計
一
一
而
拝
候
-
一
付
云
々
(
下
略
)

と
記
さ
れ
て
い
る

c

同
じ
く
〔
E
〕
に
も

但
光
緒
三
丁
丑
公
儀
依
仰
ニ
本
宗
外
戚
差
分
ケ
ニ
而
諸
方
拝
来
リ
候
一
一
付
差
除
ケ
中
候

と
の
但
書
が
末
尾
に
見
え
る

こ
れ
ら
に
依
れ
ば
「
公
儀
」
よ
り
「
仰
」
が
出
さ
れ
た
年
代
は
、
光
緒
二
年
な
い
し
三
年
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
る

こ
の
よ
う
な
史
実
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
史
料
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
中
央
的
観
点
、
具
体
的
に
は
士
族
門
中
制
の
地
方

へ
の
侵
透
が
よ
う
や
く
顕
著
化
す
る
時
代
と
そ
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
事
例
は
ま
だ
こ
の
一
地

域
に
関
す
る
も
の
に
止
ま
る
が
、

春
潮
先
生
、
球
陽
研
究
会
の
諸
賢
、
琉
球
大
学
の
池
宮
正
治
の
諸
氏
に
は
、
末
尾
な
が
ら
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
本
研
究
は
そ
の
一
部
に
つ
い
て
科
学
研
究
費
の
補
助
を
受
け
た
こ
と
を
併
記
す
る
。
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